
通
巻
第
三
〇
七
号

えんぴつ画「季節のやさい」

令和元年11月20日発行　通巻第307号
　お
お
も
り
法
人
ニ
ュ
ー
ス

　
　霜
月
号

　
　

令
和
元
年
十
一
月
二
十
日
発
行

　

Vol.6  ２０１9. 10・11・12

原木しいたけ  椎茸（ハラタケ目キシメジ科）英名 Shiitake
今から350年ほど前、大分県の山奥で、炭焼き人が窯に入りき

れなかったナラやクヌギを林に放置しました。しばらくすると、椎
茸が生えていたことから、人工栽培が始まりました。その後、原木
にコマを打ち付けるといわれる原木栽培が確立していきました。
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〈禁複製〉

自主点検チェックシートをご活用ください！自主点検チェックシートをご活用ください！
企業を成長させるためには、売上を増やし利益を上げることはもちろんですが、内部統制面の

強化や経理面の質を向上させることも重要な要素です。「入出金が適切に管理されるようになる」
「内部の不正行為を未然に防止できる」など結果的に企業の成長にもつながることが期待できます。
　法人会では、こうした「自主点検」を簡単にできるようにするため、「自主点検チェックシート・
ガイドブック」を作成いたしました。企業の皆様、自社の成長・税務リスクの軽減のために、
ぜひご活用ください。

企業の税務コンプライアンス
向上のために

お問い合せ先

国税庁後援

法人  太郎

売掛金の回収不能を防ぐた
め、取引先に遅延の理由を
確認するようにした。

確認したところ遅延が1件
あった。

18

「自主点検チェックシート」は
社内体制のほか、貸借関係や損
益関係等に分かれ、全部で83
の点検項目があります。
また、企業規模や業種に関
わりなく企業のガバナンス確
保に必要な基本事項を40項目
選定した「入門編」もあります。
点検結果が「×」であった項

目については、その内容を「点
検結果記入表」に記入し、代表
者に報告します。代表者は点
検結果に基づき、今後の改善
方針を決めます。

公益社団法人大森法人会 電話番号 ０３－３７５１－４４８４
URL等 http://www.tohoren.or.jp/oomori
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笑
顔
を
大
切
に
し
て
地
元
の
皆
さ
ん
と
の

良
好
な
関
係
を
維
持
し
て
い
き
た
い

松村　清一

大
森
税
務
署
長

谷
口

　哲
也

令
和
元
年
10
月
1
日
か
ら
消
費

税
の
税
率
が
変
わ
り
ま
し
た
が
、

今
の
と
こ
ろ
、
表
向
き
大
き
な
混

乱
も
景
気
の
極
端
な
落
ち
込
み

も
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
す
。し
か

し
こ
れ
か
ら
大
変
な
の
は
税
務
署

の
対
応
。新
署
長
の
谷
口
哲
也
さ

ん
は
、笑
顔
を
大
切
に
し
な
が
ら
、

地
域
の
皆
さ
ん
と
良
好
な
関
係

を
維
持
し
て
い
き
た
い
と
語
り
ま

す
。大

森
と
い
い
ま
す
か
、
大
田
区

勤
務
は
初
め
て
で
す
。
署
長
職

は
二
度
目
で
、
新
潟
県
の
十
日
町

で
２
年
前
に
経
験
し
ま
し
た
。

大
田
区
に
は
大
森
、
雪
谷
、
蒲
田

と
三
つ
の
税
務
署
が
あ
り
ま
し

て
、
蒲
田
管
内
は
町
工
場
が
多
く

下
町
の
雰
囲
気
、
雪
谷
は
歴
史
の

あ
る
住
宅
地
の
イ
メ
ー
ジ
、
そ
し

て
大
森
は
そ
の
両
方
を
兼
ね
備

え
た
街
と
い
う
印
象
で
す
。
も

の
づ
く
り
の
工
業
と
馬
込
文
士

村
や
山
王
な
ど
歴
史
の
あ
る
住

宅
地
、
そ
れ
に
ほ
ど
よ
く
商
店

街
、
飲
食
店
街
が
あ
っ
て
バ
ラ
ン

ス
の
良
い
街
だ
と
思
い
ま
す
。

就
任
以
来
、
大
森
法
人
会
が
さ

ま
ざ
ま
な
行
事
を
行
う
際
に
声

を
か
け
て
も
ら
っ
て
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。
と
て
も
助
か
り
ま

す
ね
。

私
は
署
長
と
し
て
、
風
通
し
の

良
い
職
場
環
境
、
組
織
づ
く
り
を

心
が
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
基
本
は
報
告
、
連
絡
、

相
談
の「
報
・
連
・
相
」が
普
通
に

で
き
る
雰
囲
気
で
す
ね
。

そ
の
人
が
持
っ
て
い
る
能
力

以
上
の
も
の
を
出
せ
る
か
、
あ
る

い
は
以
下
に
な
っ
て
し
ま
う
か

は
、
職
場
の
環
境
に
よ
る
も
の
が

大
き
い
と
思
い
ま
す
。
組
織
が

■プロフィール■
谷口　哲也（たにぐち　てつや）
昭和34年５月生まれ　三重県出身

昭和59年4月　名古屋国税局採用
平成 4 年7月　国税庁　長官官房
平成11年7月　東京局　消費税課　係長
平成19年7月　東京局　法人課税課　課長補佐
平成21年7月　西新井署　副署長
平成24年7月　東京局　課税二部　酒類調整官
平成29年7月　関信局　十日町署　署長
平成30年7月　東京局　調査三部　調査29部門　統括官
令和元年7月　大森署　署長

硬
直
化
し
て
し
ま
う
と
、
悪
い
こ

と
が
上
が
っ
て
こ
な
く
な
り
ま

す
。
良
い
こ
と
だ
け
で
な
く
、
悪

い
こ
と
も
き
っ
ち
り
上
に
あ
げ

て
も
ら
え
れ
ば
、
み
ん
な
で
協
力

し
て
解
決
で
き
る
こ
と
も
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

私
自
身
は
三
重
県
出
身
で
す
。

仕
事
で
は
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま

な
職
務
に
就
か
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
西
新
井
で
の
副
署
長
、

十
日
町
そ
し
て
大
森
の
署
長
と
、

地
域
の
皆
さ
ん
と
係
わ
る
仕
事

に
な
っ
て
楽
し
く
感
じ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
あ
ま
り

事
業
者
の
皆
さ
ん
に
喜
ば
れ
る

組
織
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、法
人

会
の
よ
う
な
関
係
民
間
団
体
な

ど
を
通
じ
て
、理
解
し
広
報
活
動

に
協
力
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う

な
地
域
と
の
連
携
は
あ
り
が
た

い
で
す
し
、楽
し
い
で
す
ね
。

感
じ
で
す
。妻
は
ヨ
ガ
、ピ
ラ
テ
ィ

ス
、
娘
は
格
闘
技
系
エ
ク
サ
サ
イ

ズ
が
好
き
で
、お
互
い
に
別
の
ジ

ム
に
通
い
な
が
ら
、
外
の
食
事
で

合
流
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

転
勤
も
多
か
っ
た
で
す
し
、
か

な
り
多
忙
で
し
た
か
ら
子
育
て

は
妻
に
任
せ
き
り
で
し
た
。
今

思
え
ば
娘
の
卒
業
式
に
1
回
も

出
て
い
な
い
と
い
う
、
当
時
は
そ

ん
な
時
代
で
、
そ
れ
が
心
残
り
で

す
ね
。

時
代
は
変
わ
っ
て
、
わ
が
組
織

で
も
働
き
方
改
革
で
す
。
ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て

仕
事
と
生
活
の
両
立
を
考
え
る

こ
と
が
優
先
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
男
性
の

育
児
休
業
も
当
た
り

前
に
な
り
つ
つ
あ
り

ま
す
。

令
和
元
年
10
月
1

日
か
ら
消
費
税
増
税

が
始
ま
り
、準
備
、広

報
に
追
わ
れ
ま
し
た

が
、こ
れ
か
ら
が
さ
ら
に
大
変
で

す
。
同
一
年
度
内
で
税
率
が
変

わ
っ
て
い
ま
す
か
ら
消
費
税
確
定

申
告
書
を
作
成
す
る
た
め
に
は
、

「
区
分
経
理
」が
必
要
と
な
り
、慎

重
な
対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
大
事
な
の
が
法
人
会
の

よ
う
な
関
係
民
間
団
体
に
よ
る

ご
協
力
で
す
。
公
益
社
団
法
人
に

な
ら
れ
て
、皆
さ
ん
も
大
変
か
と

思
い
ま
す
が
、こ
ち
ら
も
誠
実
に

税
務
に
ご
協
力
い
た
だ
い
て
い
る

団
体
や
企
業
に
は
な
る
べ
く
情

報
を
公
開
し
て
い
く
方
針
で
す
。

組
織
は
ト
ッ
プ
が
し
か
め
っ
面

し
て
い
る
と
萎
縮
し
て
し
ま
う

と
思
い
ま
す
。
顔
色
を
う
か
が

い
な
が
ら
仕
事
を
し
て
い
る
よ

う
で
は
う
ま
く
い
く
こ
と
も
い

か
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
私

も
な
る
べ
く
笑
顔
で
い
る
よ
う

心
が
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
税
務

署
と
地
元
の
皆
さ
ん
と
の
良
好

な
関
係
を
維
持
し
発
展
さ
せ
て

い
く
こ
と
に
役
立
つ
、私
の「
顔
」

に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

を
お
話
し
し
ま
す
と
、
6
年
ほ
ど

前
の
こ
と
で
す
が
、
当
時
は
政
府

が
外
国
人
の
訪
日
観
光
客
を
増

や
そ
う
と「
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
」

を
提
唱
し
て
い
ま
し
た
。
日
本

の
お
も
て
な
し
を
体
感
し
て
も

ら
う
と
い
う
わ
け
で
、
観
光
庁
や

農
水
省
と
連
携
し
て
日
本
酒
を

世
界
に
広
め
よ
う
と
い
う
仕
事

に
携
わ
り
ま
し
た
。

そ
の
時
先
輩
に
言
わ
れ
た
の

が
、
税
務
署
の
お
酒
の
担
当
者
は

種
類
で
区
別
し
て
は
い
け
な
い
、

す
べ
て
の
お
酒
に
税
金
が
課
せ

ら
れ
て
い
る
の
で
、
分
け
隔
て
な

く
飲
ま
な
く
て
は
い
け
な
い
と

教
え
ら
れ
ま
し
て
、
そ
れ
は
今
も

忠
実
に
守
っ
て
い
ま
す（
笑
）。

 

住
ま
い
は
勝
ど
き
で
、
家
族
は

妻
と
娘
、
そ
れ
に
ト
イ
プ
ー
ド
ル

で
す
。
も
う
15
年
間
く
ら
い
、ほ

ぼ
毎
日
ジ
ム
へ
行
き
ま
す
。
と
は

言
え
、
お
目
当
て
は
ス
パ
で
す
。

い
わ
ゆ
る
お
風
呂
会
員
で
す
ね
。

妻
や
娘
と
一
緒
に
出
か
け
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
ぞ
れ
が
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う

〈
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〉

　岡
本

　勝
子

　
　石
井

　幸
恵

　保
坂

　浩
一

　
　安
野

　貞
治
郎

〈
文
〉　須

貝

　明
司

　9
月
27
日

　大
森
税
務
署
に
て

仕
事
に
関
し
て
も
、
赴
任
し
た

地
域
の
こ
と
で
も
い
ろ
い
ろ
印

象
は
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
記
憶

に
残
っ
て
い
る
の
は
新
潟
県
十

日
町
市
の
寒
さ
と
雪
で
す
ね
。

私
は
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
た
と

お
り
、
三
重
県
出
身
で
比
較
的
暖

か
い
と
こ
ろ
で
育
ち
ま
し
た
。

で
す
か
ら
十
日
町
市
で
は
生
ま

れ
て
初
め
て
の
寒
さ
と
豪
雪
を

体
験
し
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
で
の
楽
し
み
は
美

味
し
い
日
本
酒
で
す
。
市
に
は

条
例
が
あ
っ
て
、
乾
杯
は
ビ
ー
ル

で
は
な
く
日
本
酒
と
決
め
ら
れ

て
い
ま
し
た（
笑
）。
小
さ
な
町

の
税
務
署
で
寒
さ
は
辛
か
っ
た

の
で
す
が
、
地
元
の
皆
さ
ん
の
気

持
ち
は
温
か
く
て
よ
く
協
力
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

お
酒
の
こ
と
で
税
務
署
の
産

業
行
政
に
携
わ
っ
た
時
の
こ
と

▲十日町合同庁舎
　（出典：国税庁ホームページ）
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に
な
っ
て
し
ま
う
か

は
、
職
場
の
環
境
に
よ
る
も
の
が

大
き
い
と
思
い
ま
す
。
組
織
が

■プロフィール■
谷口　哲也（たにぐち　てつや）
昭和34年５月生まれ　三重県出身

昭和59年4月　名古屋国税局採用
平成 4 年7月　国税庁　長官官房
平成11年7月　東京局　消費税課　係長
平成19年7月　東京局　法人課税課　課長補佐
平成21年7月　西新井署　副署長
平成24年7月　東京局　課税二部　酒類調整官
平成29年7月　関信局　十日町署　署長
平成30年7月　東京局　調査三部　調査29部門　統括官
令和元年7月　大森署　署長

硬
直
化
し
て
し
ま
う
と
、
悪
い
こ

と
が
上
が
っ
て
こ
な
く
な
り
ま

す
。
良
い
こ
と
だ
け
で
な
く
、
悪

い
こ
と
も
き
っ
ち
り
上
に
あ
げ

て
も
ら
え
れ
ば
、
み
ん
な
で
協
力

し
て
解
決
で
き
る
こ
と
も
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

私
自
身
は
三
重
県
出
身
で
す
。

仕
事
で
は
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま

な
職
務
に
就
か
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、
西
新
井
で
の
副
署
長
、

十
日
町
そ
し
て
大
森
の
署
長
と
、

地
域
の
皆
さ
ん
と
係
わ
る
仕
事

に
な
っ
て
楽
し
く
感
じ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
あ
ま
り

事
業
者
の
皆
さ
ん
に
喜
ば
れ
る

組
織
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、法
人

会
の
よ
う
な
関
係
民
間
団
体
な

ど
を
通
じ
て
、理
解
し
広
報
活
動

に
協
力
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う

な
地
域
と
の
連
携
は
あ
り
が
た

い
で
す
し
、楽
し
い
で
す
ね
。

感
じ
で
す
。妻
は
ヨ
ガ
、ピ
ラ
テ
ィ

ス
、
娘
は
格
闘
技
系
エ
ク
サ
サ
イ

ズ
が
好
き
で
、お
互
い
に
別
の
ジ

ム
に
通
い
な
が
ら
、
外
の
食
事
で

合
流
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

転
勤
も
多
か
っ
た
で
す
し
、
か

な
り
多
忙
で
し
た
か
ら
子
育
て

は
妻
に
任
せ
き
り
で
し
た
。
今

思
え
ば
娘
の
卒
業
式
に
1
回
も

出
て
い
な
い
と
い
う
、
当
時
は
そ

ん
な
時
代
で
、
そ
れ
が
心
残
り
で

す
ね
。

時
代
は
変
わ
っ
て
、
わ
が
組
織

で
も
働
き
方
改
革
で
す
。
ワ
ー

ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て

仕
事
と
生
活
の
両
立
を
考
え
る

こ
と
が
優
先
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
男
性
の

育
児
休
業
も
当
た
り

前
に
な
り
つ
つ
あ
り

ま
す
。

令
和
元
年
10
月
1

日
か
ら
消
費
税
増
税

が
始
ま
り
、準
備
、広

報
に
追
わ
れ
ま
し
た

が
、こ
れ
か
ら
が
さ
ら
に
大
変
で

す
。
同
一
年
度
内
で
税
率
が
変

わ
っ
て
い
ま
す
か
ら
消
費
税
確
定

申
告
書
を
作
成
す
る
た
め
に
は
、

「
区
分
経
理
」が
必
要
と
な
り
、慎

重
な
対
応
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
大
事
な
の
が
法
人
会
の

よ
う
な
関
係
民
間
団
体
に
よ
る

ご
協
力
で
す
。
公
益
社
団
法
人
に

な
ら
れ
て
、皆
さ
ん
も
大
変
か
と

思
い
ま
す
が
、こ
ち
ら
も
誠
実
に

税
務
に
ご
協
力
い
た
だ
い
て
い
る

団
体
や
企
業
に
は
な
る
べ
く
情

報
を
公
開
し
て
い
く
方
針
で
す
。

組
織
は
ト
ッ
プ
が
し
か
め
っ
面

し
て
い
る
と
萎
縮
し
て
し
ま
う

と
思
い
ま
す
。
顔
色
を
う
か
が

い
な
が
ら
仕
事
を
し
て
い
る
よ

う
で
は
う
ま
く
い
く
こ
と
も
い

か
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
私

も
な
る
べ
く
笑
顔
で
い
る
よ
う

心
が
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
税
務

署
と
地
元
の
皆
さ
ん
と
の
良
好

な
関
係
を
維
持
し
発
展
さ
せ
て

い
く
こ
と
に
役
立
つ
、私
の「
顔
」

に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

を
お
話
し
し
ま
す
と
、
6
年
ほ
ど

前
の
こ
と
で
す
が
、
当
時
は
政
府

が
外
国
人
の
訪
日
観
光
客
を
増

や
そ
う
と「
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
」

を
提
唱
し
て
い
ま
し
た
。
日
本

の
お
も
て
な
し
を
体
感
し
て
も

ら
う
と
い
う
わ
け
で
、
観
光
庁
や

農
水
省
と
連
携
し
て
日
本
酒
を

世
界
に
広
め
よ
う
と
い
う
仕
事

に
携
わ
り
ま
し
た
。

そ
の
時
先
輩
に
言
わ
れ
た
の

が
、
税
務
署
の
お
酒
の
担
当
者
は

種
類
で
区
別
し
て
は
い
け
な
い
、

す
べ
て
の
お
酒
に
税
金
が
課
せ

ら
れ
て
い
る
の
で
、
分
け
隔
て
な

く
飲
ま
な
く
て
は
い
け
な
い
と

教
え
ら
れ
ま
し
て
、
そ
れ
は
今
も

忠
実
に
守
っ
て
い
ま
す（
笑
）。

 

住
ま
い
は
勝
ど
き
で
、
家
族
は

妻
と
娘
、
そ
れ
に
ト
イ
プ
ー
ド
ル

で
す
。
も
う
15
年
間
く
ら
い
、ほ

ぼ
毎
日
ジ
ム
へ
行
き
ま
す
。
と
は

言
え
、
お
目
当
て
は
ス
パ
で
す
。

い
わ
ゆ
る
お
風
呂
会
員
で
す
ね
。

妻
や
娘
と
一
緒
に
出
か
け
る
こ

と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
ぞ
れ
が
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う

〈
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
〉

　岡
本

　勝
子

　
　石
井

　幸
恵

　保
坂

　浩
一

　
　安
野

　貞
治
郎

〈
文
〉　須

貝

　明
司

　9
月
27
日

　大
森
税
務
署
に
て

仕
事
に
関
し
て
も
、
赴
任
し
た

地
域
の
こ
と
で
も
い
ろ
い
ろ
印

象
は
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
記
憶

に
残
っ
て
い
る
の
は
新
潟
県
十

日
町
市
の
寒
さ
と
雪
で
す
ね
。

私
は
先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
た
と

お
り
、
三
重
県
出
身
で
比
較
的
暖

か
い
と
こ
ろ
で
育
ち
ま
し
た
。

で
す
か
ら
十
日
町
市
で
は
生
ま

れ
て
初
め
て
の
寒
さ
と
豪
雪
を

体
験
し
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
で
の
楽
し
み
は
美

味
し
い
日
本
酒
で
す
。
市
に
は

条
例
が
あ
っ
て
、
乾
杯
は
ビ
ー
ル

で
は
な
く
日
本
酒
と
決
め
ら
れ

て
い
ま
し
た（
笑
）。
小
さ
な
町

の
税
務
署
で
寒
さ
は
辛
か
っ
た

の
で
す
が
、
地
元
の
皆
さ
ん
の
気

持
ち
は
温
か
く
て
よ
く
協
力
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

お
酒
の
こ
と
で
税
務
署
の
産

業
行
政
に
携
わ
っ
た
時
の
こ
と

▲十日町合同庁舎
　（出典：国税庁ホームページ）
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風
通
し
の
良
い
職
場
環
境
、

       

組
織
づ
く
り
を
心
が
け
て

新
潟
県
十
日
町
市
で

                   

人
生
初
の
体
験

子
育
て
は
妻
に
任
せ
き
り
の
時
代
か
ら
、

   

育
児
休
業
が
当
た
り
前
の
時
代
に

笑
顔
で
税
務
署
と

　   

地
元
の
皆
さ
ん
の

良
好
な
関
係
維
持

　
　
　  

に
努
め
た
い
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information
part 1 ホットな情報をお届けしますT A Xinformation

part 2T A X

次
の
問
題
に
番
号
で
答
え
て

く
だ
さ
い
。
あ
な
た
の
税
知

識
は
？

既
存
の
建
物
に
避
難
階
段
を
取

付
け
た
場
合
、修
繕
費
に
該
当

す
る
か
？

　
①
　
該
当
す
る
。

　
②
　
該
当
し
な
い
。

消
費
税
の
仕
入
控
除
税
額
の
計

算
方
法
で
、二
年
間
の
継
続
適

用
が
必
要
な
の
は
ど
ち
ら
か
？

　
①
　
個
別
対
応
方
式
。

　
②
　
一
括
比
例
配
分
方
式
。

源
泉
所
得
税
の
納
期
の
特
例
の

要
件
に
該
当
し
な
く
な
る
の
は
、

次
の
う
ち
ど
ち
ら
の
場
合
か
？

　
①
　
給
与
支
給
人
員
が
常
時

　
　
　
五
人
以
上
。

　
②
　
給
与
支
給
人
員
が
常
時

　
　
　
十
人
以
上
。

日
本
酒
を
製
造
す
る
た
め
の
米

の
販
売
は
、消
費
税
の
軽
減
税

率
の
対
象
と
な
る
か
？

　
①
　
対
象
と
な
る
。

　
②
　
対
象
と
な
ら
な
い
。

※
答
え
は
15
ペ
ー
ジ
に

税
金
ク
イ
ズ

〇　ＩＤ・パスワードについては、税務署で職員と対面による本人確認を行う方法以外
に、平成３１年（２０１９年）１月からマイナンバーカードとＩＣカードリーダライタを使って、
ご自宅等から利用開始届出書を送信することで、利用できるようになります。
○　平成３０年１月以降、確定申告会場等で「ＩＤ・パスワード方式の届出完了通知」を
受け取られた方は、既に利用開始届出書の提出はお済みですので、お手元の申告
書等の控えをご確認ください。

○　平成３１年（２０１９年）１月以降、e-Taxホームページから確認できるメッセージボック
スに保管されている受信通知（e-Taxでの申告履歴）や税務署からのお知らせなどを
確認するには、マイナンバーカード等での認証が必要となりますのでご注意ください。

○　暫定的な対応であるため、お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。
　　（国税庁では「マイナンバーカード方式」を推奨しています。）

1  年末調整とは
　給与の支払者は、毎月の給与の支払の際に源泉徴収税額表によって所得税及び復興特別所
得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の１年間の合計額は、
給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額（年税額）と一致
しないのが通常です。この不一致を精算するため、１年間の給与総額が確定する年末にその年
に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を
徴収又は還付し精算することが必要となります。この精算の手続を「年末調整」と呼んでいま
す。年末調整は、給与の支払を受ける大部分の人にとって確定申告に代わる役目を果たす大切
な手続といえます。

2  年末調整を行う時期
　年末調整は、通常、本年最後に給与の支払をする時に行いますが、年の中途で死亡等を理
由に退職した人や海外の支店へ転勤した等の理由により非居住者となった人については、その
退職の時又は非居住者となった時に年末調整を行います。

3  年末調整の対象とならない人
　次のいずれかに該当する人は、年末調整の対象になりません。
　（１) 本年中の主たる給与の収入金額が２，０００万円を超える人
　（２） 　「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年

分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
　（３） 給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出していない人（源

泉徴収税額表の乙欄又は丙欄適用者）
　（４）　年の中途で退職（死亡退職等を除きます。）した人
　（５）　国内に住所も１年以上の居所も有しない人（非居住者）

○　年末調整の手順や上記事項の詳細については、 「令和元年分  年末調
整のしかた」をご覧ください（国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】
からダウンロードできます）。

○　令和元年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の提出について
 提出期限は令和２年１月３１日（金）となります。
※給与支払報告書・特別徴収票は各市区町村へ提出してください。

年末調整について　国税庁のホームページの『確定申告書等作成コーナー』では、
スマートフォンでも所得税の確定申告書の作成ができます。

いつでもどこでもスマホで申告

e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務化について
　法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の提出枚数
が、「１，０００枚以上」である法定調書については、e-Tax又は光ディスク等（ＣＤ・
ＤＶＤなど）による提出が義務化されています。
　（注）令和３年１月１日以降に提出すべき法定調書については、
　　　提出義務基準が「１００枚以上」（現行：「１，０００枚以上」）
　　　に引き下げられます。

平成３１年（２０１９年）
１月から

スマホで見やすい専用画面
　給与所得者（年末調整済み）で、医療費控除又はふるさと納税などの寄附金控
除を適用して申告する方は、スマホ専用画面をご利用いただけます！

ＩＤ・パスワード方式で手続完結
○ＩＤ・パスワード方式を利用して e-Taxで送信すれば申告完了！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＩＣカードリーダライタ不要）
○ e-Taxで送信すれば、生命保険料控除の証明書などの添付書類は提出不要！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自宅で保管する必要があります）
○ 申告書の控えはＰＤＦ形式でスマホに保存！

※ＩＤ・パスワード方式をご利用できない方は、ご自宅のプリンタやコンビニ等の
　プリントサービス（有料）を利用して印刷し、税務署に郵送等で提出できます。
※タブレット端末からもご利用いただけます。

ＩＤ・パスワード方式の利用について
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information
part 1 ホットな情報をお届けしますT A Xinformation

part 2T A X

次
の
問
題
に
番
号
で
答
え
て

く
だ
さ
い
。
あ
な
た
の
税
知

識
は
？

既
存
の
建
物
に
避
難
階
段
を
取

付
け
た
場
合
、修
繕
費
に
該
当

す
る
か
？

　
①
　
該
当
す
る
。

　
②
　
該
当
し
な
い
。

消
費
税
の
仕
入
控
除
税
額
の
計

算
方
法
で
、二
年
間
の
継
続
適

用
が
必
要
な
の
は
ど
ち
ら
か
？

　
①
　
個
別
対
応
方
式
。

　
②
　
一
括
比
例
配
分
方
式
。

源
泉
所
得
税
の
納
期
の
特
例
の

要
件
に
該
当
し
な
く
な
る
の
は
、

次
の
う
ち
ど
ち
ら
の
場
合
か
？

　
①
　
給
与
支
給
人
員
が
常
時

　
　
　
五
人
以
上
。

　
②
　
給
与
支
給
人
員
が
常
時

　
　
　
十
人
以
上
。

日
本
酒
を
製
造
す
る
た
め
の
米

の
販
売
は
、消
費
税
の
軽
減
税

率
の
対
象
と
な
る
か
？

　
①
　
対
象
と
な
る
。

　
②
　
対
象
と
な
ら
な
い
。

※
答
え
は
15
ペ
ー
ジ
に

税
金
ク
イ
ズ

〇　ＩＤ・パスワードについては、税務署で職員と対面による本人確認を行う方法以外
に、平成３１年（２０１９年）１月からマイナンバーカードとＩＣカードリーダライタを使って、
ご自宅等から利用開始届出書を送信することで、利用できるようになります。
○　平成３０年１月以降、確定申告会場等で「ＩＤ・パスワード方式の届出完了通知」を
受け取られた方は、既に利用開始届出書の提出はお済みですので、お手元の申告
書等の控えをご確認ください。

○　平成３１年（２０１９年）１月以降、e-Taxホームページから確認できるメッセージボック
スに保管されている受信通知（e-Taxでの申告履歴）や税務署からのお知らせなどを
確認するには、マイナンバーカード等での認証が必要となりますのでご注意ください。

○　暫定的な対応であるため、お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。
　　（国税庁では「マイナンバーカード方式」を推奨しています。）

1  年末調整とは
　給与の支払者は、毎月の給与の支払の際に源泉徴収税額表によって所得税及び復興特別所
得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の１年間の合計額は、
給与の支払を受ける人の年間の給与総額について納めなければならない税額（年税額）と一致
しないのが通常です。この不一致を精算するため、１年間の給与総額が確定する年末にその年
に納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、その差額を
徴収又は還付し精算することが必要となります。この精算の手続を「年末調整」と呼んでいま
す。年末調整は、給与の支払を受ける大部分の人にとって確定申告に代わる役目を果たす大切
な手続といえます。

2  年末調整を行う時期
　年末調整は、通常、本年最後に給与の支払をする時に行いますが、年の中途で死亡等を理
由に退職した人や海外の支店へ転勤した等の理由により非居住者となった人については、その
退職の時又は非居住者となった時に年末調整を行います。

3  年末調整の対象とならない人
　次のいずれかに該当する人は、年末調整の対象になりません。
　（１) 本年中の主たる給与の収入金額が２，０００万円を超える人
　（２） 　「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年

分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
　（３） 給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を提出していない人（源

泉徴収税額表の乙欄又は丙欄適用者）
　（４）　年の中途で退職（死亡退職等を除きます。）した人
　（５）　国内に住所も１年以上の居所も有しない人（非居住者）

○　年末調整の手順や上記事項の詳細については、 「令和元年分  年末調
整のしかた」をご覧ください（国税庁ホームページ【www.nta.go.jp】
からダウンロードできます）。

○　令和元年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の提出について
 提出期限は令和２年１月３１日（金）となります。
※給与支払報告書・特別徴収票は各市区町村へ提出してください。

年末調整について　国税庁のホームページの『確定申告書等作成コーナー』では、
スマートフォンでも所得税の確定申告書の作成ができます。

いつでもどこでもスマホで申告

e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務化について
　法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の提出枚数
が、「１，０００枚以上」である法定調書については、e-Tax又は光ディスク等（ＣＤ・
ＤＶＤなど）による提出が義務化されています。
　（注）令和３年１月１日以降に提出すべき法定調書については、
　　　提出義務基準が「１００枚以上」（現行：「１，０００枚以上」）
　　　に引き下げられます。

平成３１年（２０１９年）
１月から

いつでもどこでもスマホで申告いつでもどこでもスマホで申告いつでもどこでもスマホで申告いつでもどこでもスマホで申告いつでもどこでもスマホで申告いつでもどこでもスマホで申告

スマホで見やすい専用画面
　給与所得者（年末調整済み）で、医療費控除又はふるさと納税などの寄附金控
除を適用して申告する方は、スマホ専用画面をご利用いただけます！

ＩＤ・パスワード方式で手続完結
○ＩＤ・パスワード方式を利用して e-Taxで送信すれば申告完了！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＩＣカードリーダライタ不要）
○ e-Taxで送信すれば、生命保険料控除の証明書などの添付書類は提出不要！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自宅で保管する必要があります）
○ 申告書の控えはＰＤＦ形式でスマホに保存！

※ＩＤ・パスワード方式をご利用できない方は、ご自宅のプリンタやコンビニ等の
　プリントサービス（有料）を利用して印刷し、税務署に郵送等で提出できます。
※タブレット端末からもご利用いただけます。

ＩＤ・パスワード方式の利用について



３
．行
政
改
革
の
徹
底

○ 

今
般
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
は
国
民
に
痛
み
を
求
め

る
も
の
で
あ
り
、そ
の
前
提
と
し
て 「
行
革
の
徹
底
」が

不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。地

方
を
含
め
た
政
府
・
議
会
が「
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」の

精
神
に
基
づ
き
自
ら
身
を
削
る
の
で
あ
る
。

(1) 

国・地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆
な
削
減
、歳
費
の
抑
制
。

(2) 

厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、国・地
方
公
務
員
の
人
員
削
減

と
、能
力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件
費
の
抑
制
。

(3) 

特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の
削
減
。

(4) 

積
極
的
な
民
間
活
力
導
入
を
行
い
成
長
に
つ
な
げ
る
。

４
．消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
う
対
応
措
置

○
本
年
10
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
軽
減
税
率
制
度
は
事
業
者
の

事
務
負
担
が
大
き
い
う
え
、税
制
の
簡
素
化
、税
務
執
行
コ

ス
ト
お
よ
び
税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題
が
多
い
。

こ
の
た
め
、か
ね
て
か
ら
税
率
10
％
程
度
ま
で
は
単
一
税
率

が
望
ま
し
く
、低
所
得
者
対
策
は「
簡
素
な
給
付
措
置
」の

見
直
し
で
対
応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

き
た
。軽
減
税
率
制
度
導
入
後
は
、国
民
や
事
業
者
へ
の
影

響
、低
所
得
者
対
策
の
効
果
等
を
検
証
し
、問
題
が
あ
れ
ば

同
制
度
の
是
非
を
含
め
て
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

(1) 

現
在
施
行
さ
れ
て
い
る「
消
費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置

法
」の
効
果
等
を
検
証
し
、中
小
企
業
が
適
正
に
価
格
転

嫁
で
き
る
よ
う
、さ
ら
に
実
効
性
の
高
い
対
策
を
と
る

べ
き
で
あ
る
。 

(2) 

消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
っ
て
よ

り
重
要
な
課
題
と
な
る
。消
費
税
の
制
度
、執
行
面
に
お

い
て
さ
ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

(3) 

シ
ス
テ
ム
改
修
や
従
業
員
教
育
な
ど
、事
務
負
担
が
増
大

す
る
中
小
企
業
に
対
し
て
特
段
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
。

５
． 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

○
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
す
で
に
運
用
段
階
に
入
っ
て
い

る
が
、依
然
と
し
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
率
が

低
い
な
ど
、国
民
や
事
業
者
が
正
し
く
制
度
を
理
解
し
て

い
る
と
は
言
い
難
い
。政
府
は
引
き
続
き
、制
度
の
意
義

等
の
周
知
に
努
め
、そ
の
定
着
に
向
け
本
腰
を
入
れ
て
取

り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

６
．今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

Ⅱ
．経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

１
．法
人
実
効
税
率
に
つ
い
て

○〝
先
進
国
ク
ラ
ブ
〞と
称
さ
れ
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ（
経
済
協
力
開
発

機
構
）加
盟
国
の
法
人
実
効
税
率
平
均
は
25
％
、ア
ジ
ア
主
要

10
カ
国
の
平
均
は
22
％
と
な
っ
て
い
る
。米
国
も
ト
ラ
ン
プ
税

制
改
革
で
我
が
国
水
準
以
下
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。

○
Ｅ
Ｕ
内
で
は
一
部
に
引
き
下
げ
行
き
過
ぎ
論
も
出
て
い
る

が
、我
が
国
の
水
準
が
比
較
的
高
い
と
い
う
現
実
に
変
わ

り
は
な
い
。国
際
競
争
力
強
化
な
ど
の
観
点
か
ら
、今
般
の

法
人
実
効
税
率
引
き
下
げ
の
効
果
等
を
確
認
し
つ
つ
、さ

ら
な
る
引
き
下
げ
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

２
．中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

(1) 

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
の
特
例
15
％
を
本
則

化
す
べ
き
で
あ
る
。ま
た
、昭
和
56
年
以
来
、８
０
０
万
円
以

下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率
の
適
用
所
得
金
額
を
、

少
な
く
と
も
１
、６
０
０
万
円
程
度
に
引
き
上
げ
る
。

(2) 

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、公
平
性・簡
素
化
の
観
点
か
ら
、

政
策
目
的
を
達
し
た
も
の
や
適
用
件
数
の
少
な
い
も
の
は
廃

止
を
含
め
て
整
理
合
理
化
を
行
う
必
要
は
あ
る
が
、中
小
企

業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置
は
、以
下

の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し
た
う
え
で
本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、対
象
設
備
を

拡
充
し
た
う
え
、「
中
古
設
備
」を
含
め
る
。

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金
算
入
の
特
例

措
置
に
つ
い
て
は
、損
金
算
入
額
の
上
限（
合
計
３
０
０

万
円
）を
撤
廃
し
全
額
を
損
金
算
入
と
す
る
。な
お
、そ

れ
が
直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、令
和
２
年
３
月
末
日
ま

で
と
な
っ
て
い
る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

(3) 

中
小
企
業
経
営
強
化
税
制（
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
）

や
、中
小
企
業
が
取
得
す
る
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産

税
の
特
例（
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
）等
を
適
用
す
る
に

当
た
っ
て
は
、手
続
き
を
簡
素
化
す
る
と
と
も
に
、事
業
年

度
末（
賦
課
期
日
）が
迫
っ
た
申
請
や
認
定
に
つ
い
て
弾
力

的
に
対
処
す
る
。

３
．事
業
承
継
税
制
の
拡
充

○
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企
業
は
、地
域
経
済

の
活
性
化
や
雇
用
の
確
保
な
ど
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。

そ
の
中
小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
っ
て
事
業
が
承

継
で
き
な
く
な
れ
ば
、経
済
社
会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と

に
な
る
。平
成
30
年
度
の
税
制
改
正
で
は
比
較
的
大
き
な

見
直
し
が
行
わ
れ
た
が
、さ
ら
な
る
抜
本
的
な
対
応
が
必

要
と
考
え
る
。

(1) 

事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し
た
本
格
的
な
事

業
承
継
税
制
の
創
設
我
が
国
の
納
税
猶
予
制
度
は
、欧
州

主
要
国
と
比
較
す
る
と
限
定
的
な
措
置
に
と
ど
ま
っ
て

お
り
、欧
州
並
み
の
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
が
必
要
で

あ
る
。と
く
に
、事
業
に
資
す
る
相
続
に
つ
い
て
は
、事
業

従
事
を
条
件
と
し
て
他
の
一
般
財
産
と
切
り
離
し
、非
上

場
株
式
を
含
め
て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る

い
は
免
除
す
る
制
度
の
創
設
が
求
め
ら
れ
る
。

(2) 

相
続
税
、贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の
充
実

      

平
成
30
年
度
税
制
改
正
で
は
、中
小
企
業
の
代
替
わ
り
を

促
進
す
る
た
め
、10
年
間
の
特
例
措
置
と
し
て
同
制
度
の

拡
充
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
が
、事
業
承
継
が

よ
り
円
滑
に
実
施
で
き
る
よ
う
以
下
の
措
置
を
求
め
る
。

①
猶
予
制
度
で
は
な
く
免
除
制
度
に
改
め
る
と
と
も
に
、

平
成
29
年
以
前
の
制
度
適
用
者
に
対
し
て
も
適
用
要

件
を
緩
和
す
る
な
ど
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

②
国
は
円
滑
な
事
業
承
継
が
図
ら
れ
る
よ
う
、経
営
者

に
向
け
た
制
度
周
知
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。な
お
、

特
例
制
度
を
適
用
す
る
た
め
に
は
、令
和
5
年
3
月

ま
で
に「
特
例
承
継
計
画
」を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る

が
、こ
の
制
度
を
踏
ま
え
て
こ
れ
か
ら
事
業
承
継
の

検
討（
後
継
者
の
選
任
等
）を
始
め
る
企
業
に
と
っ
て

は
時
間
的
な
余
裕
が
な
い
こ
と
等
が
懸
念
さ
れ
る
。

こ
の
た
め
、計
画
書
の
提
出
期
限
に
つ
い
て
配
慮
す

べ
き
で
あ
る
。

Ⅲ
．地
方
の
あ
り
方

○
国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
見
直
し
、財
政
や
行
政
の
効
率

化
を
図
る
地
方
分
権
化
は
地
方
活
性
化
の
上
で
も
重
要
で

あ
る
。そ
の
際
に
は
地
方
の
自
立
・
自
助
の
理
念
が
不
可
欠

で
あ
る
。地
方
創
生
戦
略
を
推
進
す
る
う
え
で
も
こ
の
理

念
は
極
め
て
重
要
に
な
ろ
う
。

○「
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
」の
返
礼
品
ア
ピ
ー
ル
競
争
を
み
て

い
る
と
、あ
ま
り
に
安
易
で
地
方
活
性
化
に
正
面
か
ら
取

り
組
も
う
と
し
て
い
る
の
か
疑
問
を
呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

住
民
税
は
本
来
、居
住
自
治
体
の
会
費
で
あ
り
、他
の
自
治

体
に
納
税
す
る
こ
と
は
地
方
税
の
原
則
に
そ
ぐ
わ
な
い
と

の
指
摘
も
あ
る
。納
税
先
を
納
税
者
の
出
身
自
治
体
に
限

定
す
る
な
ど
、さ
ら
な
る
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

○
地
方
交
付
税
制
度
は
国
が
地
方
の
不
足
財
源
を
手
厚
く
保

障
す
る
機
能
を
有
し
て
お
り
、そ
れ
が
地
方
の
財
政
規
律

を
歪
め
て
い
る
と
し
て
改
革
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。地
方
は

国
に
頼
る
だ
け
で
な
く
、自
ら
の
責
任
で
行
財
政
改
革
を

進
め
地
方
活
性
化
策
を
企
画
・
立
案
し
実
行
し
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
。

(1) 

地
方
創
生
で
は
、さ
ら
な
る
税
制
上
の
施
策
に
よ
る
本
社

機
能
移
転
の
促
進
、地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術
の
活

用
、地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術
集
積
づ
く
り

や
人
材
育
成
等
、実
効
性
の
あ
る
改
革
を
大
胆
に
行
う
必

要
が
あ
る
。ま
た
、中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
問
題
は
地

方
創
生
戦
略
と
の
関
係
か
ら
も
重
要
で
あ
り
、集
中
的
に

取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

(2) 

広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ

る
。基
礎
自
治
体（
人
口
30
万
人
程
度
）の
拡
充
を
図
る
た

め
、さ
ら
な
る
市
町
村
合
併
を
推
進
し
、合
併
メ
リ
ッ
ト

を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。

(3) 

国
に
比
べ
て
身
近
で
小
規
模
な
事
業
が
多
い
地
方
の
行

財
政
改
革
に
は
、「
事
業
仕
分
け
」の
よ
う
な
民
間
の
チ
ェ

ッ
ク
機
能
を
活
か
し
た
手
法
が
有
効
で
あ
り
、各
自
治
体

で
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

(4) 

地
方
公
務
員
給
与
は
近
年
、国
家
公
務
員
給
与
と
比
べ
た

ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）が
改
善
せ
ず

に
高
止
ま
り
し
て
お
り
、適
正
な
水
準
に
是
正
す
る
必
要

が
あ
る
。そ
の
た
め
に
は
国
家
公
務
員
に
準
拠
す
る
だ
け

で
な
く
、地
域
の
民
間
企
業
の
実
態
に
準
拠
し
た
給
与
体

系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(5) 

地
方
議
会
は
、議
会
の
あ
り
方
を
見
直
し
、大
胆
に
ス
リ
ム

化
す
る
と
と
も
に
、よ
り
納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政

に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。ま
た
、

高
す
ぎ
る
議
員
報
酬
の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適

正
化
を
求
め
る
。行
政
委
員
会
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
も

日
当
制
を
広
く
導
入
す
る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
．震
災
復
興
等

○
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て
復
興
期
間
の
後
期

で
あ
る「
復
興
・
創
生
期
間（
平
成
28
年
度
〜
令
和
２
度
）」も

４
年
目
に
入
っ
て
い
る
が
、被
災
地
の
復
興
、産
業
の
再
生

は
い
ま
だ
道
半
ば
で
あ
る
。今
後
の
復
興
事
業
に
当
た
っ
て

は
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、予
算
を
適
正
か
つ

迅
速
に
執
行
す
る
と
と
も
に
、原
発
事
故
へ
の
対
応
を
含
め

て
引
き
続
き
、適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。ま
た
、被

災
地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、雇
用
確
保
を
図
る
観
点
な
ど

か
ら
、実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め
る
。

○
近
年
、熊
本
地
震
を
は
じ
め
地
震
や
台
風
な
ど
に
よ
る
大
規

模
な
自
然
災
害
が
相
次
い
で
発
生
し
て
い
る
が
、東
日
本
大

震
災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、適
切
な
支
援
と
実
効
性
の
あ

る
措
置
を
講
じ
、被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興
等
に
向
け

基
本
的
な
課
題

Ⅰ
． 

税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方

１ 

財
政
健
全
化
に
向
け
て

○
今
後
の
税
財
政
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
要
素
と
な
る
の

は
団
塊
の
世
代
の
動
向
で
あ
る
。こ
の
世
代
の
先
頭
が
後
期

高
齢
者
入
り
す
る
の
は
２
０
２
２
年
で
あ
り
、２
０
２
５
年

度
は
団
塊
の
世
代
す
べ
て
が
後
期
高
齢
者
に
達
す
る
年
で

あ
る
。つ
ま
り
、政
府
の
Ｐ
Ｂ
黒
字
化
目
標
年
度
は
遅
す
ぎ
る

わ
け
で
、本
来
な
ら
団
塊
の
世
代
の
先
頭
が
後
期
高
齢
者
入

り
す
る
前
に
黒
字
化
目
標
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
。

(1) 

今
般
の
消
費
税
率
10
％
へ
の
引
き
上
げ
は
、財
政
健
全
化

と
社
会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
の
た
め
に
不
可
欠
だ
っ

た
。税
率
引
き
上
げ
に
よ
る
悪
影
響
を
緩
和
す
る
等
の
環

境
整
備
は
必
要
だ
が
、本
年
度
に
引
き
続
き
、来
年
度
当

初
予
算
に
お
い
て
も
臨
時
・
特
別
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と

と
し
て
い
る
。し
か
し
、そ
れ
が
バ
ラ
マ
キ
政
策
と
な
っ

て
は
な
ら
な
い
。

(2) 

政
府
は
、２
０
１
６
年
度
か
ら
18
年
度
の
３
年
間
を
集
中

改
革
期
間
と
位
置
づ
け
、政
策
経
費
の
増
加
額
を
１
・
６

兆
円（
社
会
保
障
費
１
・
５
兆
円
、そ
の
他
０
・
１
兆
円
）程

度
に
抑
制
す
る
目
安
を
達
成
し
た
。２
０
１
９
年
度
か
ら

21
年
度
の
基
盤
強
化
期
間
に
つ
い
て
も
、引
き
続
き
社
会

保
障
費
の
増
加
額
を
抑
制
す
る
目
安
を
示
し
、改
革
に
取

り
組
む
必
要
が
あ
る
。

(3) 

財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、歳
出
、歳
入
の
一
体

的
改
革
に
よ
っ
て
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。歳
入
で

は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、ま

た
歳
出
に
つ
い
て
は
聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具
体
的

な
削
減
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、着
実
に
改
革
を
実

行
す
る
よ
う
求
め
る
。

(4) 
今
般
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
伴
っ
て
本
年
10
月
よ
り
軽

減
税
率
制
度
が
導
入
さ
れ
る
が
、こ
れ
に
よ
る
減
収
分
に

つ
い
て
は
安
定
的
な
恒
久
財
源
を
確
保
す
る
べ
き
で
あ
る
。

(5) 

国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ
場
合
、長
期
金
利
の
急
上
昇
な

ど
金
融
資
本
市
場
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、成
長
を
阻
害

す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。政
府
・
日
銀
に
は
、市
場
の
動

向
を
踏
ま
え
た
細
心
の
政
策
運
営
を
求
め
た
い
。

２
．社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

○
社
会
保
障
給
付
費
の
財
源
は
公
費
と
保
険
料
で
あ
る
。適

正
な「
負
担
」と
重
点
化
・
効
率
化
に
よ
る「
給
付
」の
抑

制
を
可
能
な
限
り
実
行
し
な
い
と
、持
続
可
能
な
社
会
保

障
制
度
の
構
築
も
財
政
の
健
全
化
も
実
現
で
き
な
い
。と

り
わ
け
、医
療
と
介
護
の
分
野
は
給
付
の
急
増
が
見
込
ま

れ
て
お
り
、こ
こ
に
改
革
の
メ
ス
を
ど
う
入
れ
る
か
が
重

要
に
な
る
。

○
超
高
齢
化
社
会
が
急
速
に
進
展
す
る
今
、社
会
保
障
は

「
自
助
」「
公
助
」「
共
助
」の
役
割
と
範
囲
を
改
め
て
見
直

す
必
要
が
あ
る
が
、そ
の
際
に
重
要
な
の
は
公
平
性
の
視

点
で
あ
る
。た
と
え
ば
医
療
保
険
の
窓
口
負
担
や
介
護
保

険
の
利
用
者
負
担
な
ど
の
本
人
負
担
に
つ
い
て
は
、高
齢

者
に
お
い
て
も
負
担
能
力
に
応
じ
る
こ
と
を
原
則
と
す

る
必
要
が
あ
る
。

(1) 

年
金
に
つ
い
て
は
、「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
厳
格
対

応
」、「
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
」、「
高
所
得
高
齢
者

の
基
礎
年
金
国
庫
負
担
相
当
分
の
年
金
給
付
削
減
」等
、

抜
本
的
な
施
策
を
実
施
す
る
。

(2) 

医
療
は
産
業
政
策
的
に
成
長
分
野
と
位
置
付
け
、大
胆
な

規
制
改
革
を
行
う
必
要
が
あ
る
。給
付
の
急
増
を
抑
制
す

る
た
め
に
診
療
報
酬（
本
体
）体
系
を
見
直
す
と
と
も
に
、

政
府
目
標
で
あ
る
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
80
％
以
上

も
早
期
に
達
成
す
る
。

(3) 

介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、制
度
の
持
続
性
を
高
め
る
た
め

に
真
に
介
護
が
必
要
な
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
に
メ
リ

ハ
リ
を
つ
け
、給
付
及
び
負
担
の
あ
り
方
を
見
直
す
。

(4) 

生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、給
付
水
準
の
あ
り
方
な
ど
を
見

直
す
と
と
も
に
、不
正
受
給
の
防
止
な
ど
さ
ら
な
る
厳
格

な
運
用
が
不
可
欠
で
あ
る
。

(5) 

少
子
化
対
策
で
は
、現
金
給
付
よ
り
保
育
所
や
学
童
保
育

等
を
整
備
す
る
な
ど
の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ
き

で
あ
る
。そ
の
際
、企
業
も
積
極
的
に
子
育
て
支
援
に
関

与
で
き
る
よ
う
、企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
さ
ら
な
る
活

用
に
向
け
て
検
討
す
る
。ま
た
、子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等

の
取
り
組
み
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
に
は
安
定
財
源

を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

(6) 

企
業
へ
の
過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
え
、経
済
成
長
を
阻
害

し
な
い
よ
う
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。

令
和
元
年
度

法
人
会
全
国
大
会
と
一
緒
に
開
催

税
制
改
正
要
望
全
国
大
会

法
人
会
全
国
大
会
と
一
緒
に
開
催

税
制
改
正
要
望
全
国
大
会

大
森
法
人
会
税
制
税
務
委
員
長

寺
田

　次
朗

法

人

会

全

国

大

会

・

税
制
改
正
要
望
全
国
大
会

　
法
人
会
は
「
税
」
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
団
体
と
し
て
、
中
小
企
業
に
と
っ
て
適
切
な
税
制
の
確
立
の

た
め
、
毎
年
税
制
改
正
要
望
大
会
を
開
催
し
て
、
決
議
さ
れ
た
要
望
事
項
は
政
府
や
国
会
な
ど
へ
の
強
い

働
き
か
け
に
よ
り
、
法
人
税
制
の
改
革
が
実
現
さ
れ
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
も
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い

ま
す
。

　
令
和
２
年
度
税
制
改
正
要
望
は
10
月
3
日
三
重
県
津
市
産
業
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
全
国
各

地
の
法
人
会
を
代
表
す
る
1
、7
5
0
名
の
参
加
に
よ
り
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

て
取
り
組
ま
ね
ば
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

○
近
年
、自
然
災
害
に
よ
り
甚
大
な
被
害
が
発
生
し
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
、震
災
特
例
法
と
同
じ
く
、災
害
等
に
係
る

雑
損
失
の
繰
越
控
除
期
間
を
5
年（
現
行
3
年
）に
延
長
す

る
こ
と
。（「
個
別
事
項
」参
照
）

Ⅴ
．そ
の
他

１
．納
税
環
境
の
整
備

２
．租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

法
人
税
関
係

１
．役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

(1) 

役
員
給
与
は
原
則
損
金
算
入
と
す
べ
き

(2) 

同
族
会
社
も
業
績
連
動
給
与
の
損
金
算
入
を
認
め
る
べ
き

２
．交
際
費
課
税
の
適
用
期
限
延
長

3
．公
益
法
人
課
税

所
得
税
関
係

１
．所
得
税
の
あ
り
方

(1)
基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回
復

     

基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
を
回
復
す
る
た
め
に
も
、

所
得
税
は
国
民
が
能
力
に
応
じ
て
適
正
に
負
担
す
べ
き
で

あ
る
。

(2) 

各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

　 

各
種
控
除
は
、社
会
構
造
変
化
に
対
応
し
て
合
理
的
な
も

の
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。と
く
に
、人
的
控
除
に
つ
い

て
は
累
次
の
改
正
の
影
響
を
見
極
め
な
が
ら
、適
正
化
を

図
る
べ
き
で
あ
る
。

 

(3)
個
人
住
民
税
の
均
等
割

      

地
方
税
で
あ
る
個
人
住
民
税
の
均
等
割
に
つ
い
て
も
、応

益
負
担
原
則
の
観
点
か
ら
適
正
水
準
と
す
べ
き
で
あ
る

２
．少
子
化
対
策

相
続
税
・
贈
与
税
関
係

１
．相
続
税
の
負
担
率
は
す
で
に
先
進
主
要
国
並
み
で
あ

る
こ
と
か
ら
、こ
れ
以
上
の
課
税
強
化
は
行
う
べ
き
で

は
な
い
。

２
．贈
与
税
は
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
よ
う
見
直
す
べ

き
で
あ
る
。

(1) 

贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

(2) 

相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額（
２
、５
０
０
万

円
）を
引
き
上
げ
る
。

地
方
税
関
係

１
．固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

(1) 

商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、よ
り
収

益
性
を
考
慮
し
た
評
価
に
見
直
す
。

(2) 

家
屋
の
評
価
は
、経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法
に
見
直

す
。

(3) 

償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、納
税
者
の
事
務
負
担
軽
減
の
観

点
か
ら
、「
少
額
資
産
」の
範
囲
を
国
税
の
中
小
企
業
の
少

額
減
価
償
却
資
産（
30
万
円
）に
ま
で
拡
大
す
る
と
と
も

に
、賦
課
期
日
を
各
法
人
の
事
業
年
度
末
と
す
る
こ
と
。

ま
た
、将
来
的
に
は
廃
止
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

(4) 

固
定
資
産
税
の
免
税
点
に
つ
い
て
は
、平
成
3
年
以
降
改
定

が
な
く
据
え
置
か
れ
て
い
る
た
め
、大
幅
に
引
き
上
げ
る
。

(5) 

国
土
交
通
省
、総
務
省
、国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に

応
じ
て
土
地
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、行
政
の
効
率
化

の
観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き
で
あ
る
。

２
．事
業
所
税
の
廃
止

　 

事
業
所
税
は
固
定
資
産
税
と
二
重
課
税
的
な
性
格
を
有

す
る
こ
と
か
ら
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。

３
．超
過
課
税

　 

住
民
税
の
超
過
課
税
は
、個
人
で
は
な
く
主
に
法
人
を
課

税
対
象
と
し
て
い
る
う
え
、長
期
間
に
わ
た
っ
て
課
税
を

実
施
し
て
い
る
自
治
体
も
多
い
。課
税
の
公
平
を
欠
く
安

易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
な
い
。

４
．法
定
外
目
的
税

 

　
法
定
外
目
的
税
は
、税
の
公
平
性
・
中
立
性
に
反
す
る
こ
と

の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、税
収
確
保
の
た
め
に

法
人
企
業
に
対
し
て
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

そ
の
他

１
．配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

２
．電
子
申
告

令
和
２
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言（
要
約
）

令
和
２
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言（
要
約
）
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３
．行
政
改
革
の
徹
底

○ 
今
般
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
は
国
民
に
痛
み
を
求
め

る
も
の
で
あ
り
、そ
の
前
提
と
し
て 「
行
革
の
徹
底
」が

不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。地

方
を
含
め
た
政
府
・
議
会
が「
ま
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」の

精
神
に
基
づ
き
自
ら
身
を
削
る
の
で
あ
る
。

(1) 

国・地
方
に
お
け
る
議
員
定
数
の
大
胆
な
削
減
、歳
費
の
抑
制
。

(2) 

厳
し
い
財
政
状
況
を
踏
ま
え
、国・地
方
公
務
員
の
人
員
削
減

と
、能
力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系
に
よ
る
人
件
費
の
抑
制
。

(3) 

特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の
削
減
。

(4) 

積
極
的
な
民
間
活
力
導
入
を
行
い
成
長
に
つ
な
げ
る
。

４
．消
費
税
引
き
上
げ
に
伴
う
対
応
措
置

○
本
年
10
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
軽
減
税
率
制
度
は
事
業
者
の

事
務
負
担
が
大
き
い
う
え
、税
制
の
簡
素
化
、税
務
執
行
コ

ス
ト
お
よ
び
税
収
確
保
な
ど
の
観
点
か
ら
問
題
が
多
い
。

こ
の
た
め
、か
ね
て
か
ら
税
率
10
％
程
度
ま
で
は
単
一
税
率

が
望
ま
し
く
、低
所
得
者
対
策
は「
簡
素
な
給
付
措
置
」の

見
直
し
で
対
応
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て

き
た
。軽
減
税
率
制
度
導
入
後
は
、国
民
や
事
業
者
へ
の
影

響
、低
所
得
者
対
策
の
効
果
等
を
検
証
し
、問
題
が
あ
れ
ば

同
制
度
の
是
非
を
含
め
て
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

(1) 

現
在
施
行
さ
れ
て
い
る「
消
費
税
転
嫁
対
策
特
別
措
置

法
」の
効
果
等
を
検
証
し
、中
小
企
業
が
適
正
に
価
格
転

嫁
で
き
る
よ
う
、さ
ら
に
実
効
性
の
高
い
対
策
を
と
る

べ
き
で
あ
る
。 

(2) 

消
費
税
の
滞
納
防
止
は
税
率
の
引
き
上
げ
に
伴
っ
て
よ

り
重
要
な
課
題
と
な
る
。消
費
税
の
制
度
、執
行
面
に
お

い
て
さ
ら
な
る
対
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

(3) 

シ
ス
テ
ム
改
修
や
従
業
員
教
育
な
ど
、事
務
負
担
が
増
大

す
る
中
小
企
業
に
対
し
て
特
段
の
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
。

５
． 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

○
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
す
で
に
運
用
段
階
に
入
っ
て
い

る
が
、依
然
と
し
て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
率
が

低
い
な
ど
、国
民
や
事
業
者
が
正
し
く
制
度
を
理
解
し
て

い
る
と
は
言
い
難
い
。政
府
は
引
き
続
き
、制
度
の
意
義

等
の
周
知
に
努
め
、そ
の
定
着
に
向
け
本
腰
を
入
れ
て
取

り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
。

６
．今
後
の
税
制
改
革
の
あ
り
方

Ⅱ
．経
済
活
性
化
と
中
小
企
業
対
策

１
．法
人
実
効
税
率
に
つ
い
て

○〝
先
進
国
ク
ラ
ブ
〞と
称
さ
れ
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ（
経
済
協
力
開
発

機
構
）加
盟
国
の
法
人
実
効
税
率
平
均
は
25
％
、ア
ジ
ア
主
要

10
カ
国
の
平
均
は
22
％
と
な
っ
て
い
る
。米
国
も
ト
ラ
ン
プ
税

制
改
革
で
我
が
国
水
準
以
下
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。

○
Ｅ
Ｕ
内
で
は
一
部
に
引
き
下
げ
行
き
過
ぎ
論
も
出
て
い
る

が
、我
が
国
の
水
準
が
比
較
的
高
い
と
い
う
現
実
に
変
わ

り
は
な
い
。国
際
競
争
力
強
化
な
ど
の
観
点
か
ら
、今
般
の

法
人
実
効
税
率
引
き
下
げ
の
効
果
等
を
確
認
し
つ
つ
、さ

ら
な
る
引
き
下
げ
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

２
．中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
措
置

(1) 

中
小
法
人
に
適
用
さ
れ
る
軽
減
税
率
の
特
例
15
％
を
本
則

化
す
べ
き
で
あ
る
。ま
た
、昭
和
56
年
以
来
、８
０
０
万
円
以

下
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
軽
減
税
率
の
適
用
所
得
金
額
を
、

少
な
く
と
も
１
、６
０
０
万
円
程
度
に
引
き
上
げ
る
。

(2) 

租
税
特
別
措
置
に
つ
い
て
は
、公
平
性・簡
素
化
の
観
点
か
ら
、

政
策
目
的
を
達
し
た
も
の
や
適
用
件
数
の
少
な
い
も
の
は
廃

止
を
含
め
て
整
理
合
理
化
を
行
う
必
要
は
あ
る
が
、中
小
企

業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置
は
、以
下

の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し
た
う
え
で
本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、対
象
設
備
を

拡
充
し
た
う
え
、「
中
古
設
備
」を
含
め
る
。

②
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金
算
入
の
特
例

措
置
に
つ
い
て
は
、損
金
算
入
額
の
上
限（
合
計
３
０
０

万
円
）を
撤
廃
し
全
額
を
損
金
算
入
と
す
る
。な
お
、そ

れ
が
直
ち
に
困
難
な
場
合
は
、令
和
２
年
３
月
末
日
ま

で
と
な
っ
て
い
る
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
延
長
す
る
。

(3) 

中
小
企
業
経
営
強
化
税
制（
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
）

や
、中
小
企
業
が
取
得
す
る
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産

税
の
特
例（
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
）等
を
適
用
す
る
に

当
た
っ
て
は
、手
続
き
を
簡
素
化
す
る
と
と
も
に
、事
業
年

度
末（
賦
課
期
日
）が
迫
っ
た
申
請
や
認
定
に
つ
い
て
弾
力

的
に
対
処
す
る
。

３
．事
業
承
継
税
制
の
拡
充

○
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
る
中
小
企
業
は
、地
域
経
済

の
活
性
化
や
雇
用
の
確
保
な
ど
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。

そ
の
中
小
企
業
が
相
続
税
の
負
担
等
に
よ
っ
て
事
業
が
承

継
で
き
な
く
な
れ
ば
、経
済
社
会
の
根
幹
が
揺
ら
ぐ
こ
と

に
な
る
。平
成
30
年
度
の
税
制
改
正
で
は
比
較
的
大
き
な

見
直
し
が
行
わ
れ
た
が
、さ
ら
な
る
抜
本
的
な
対
応
が
必

要
と
考
え
る
。

(1) 

事
業
用
資
産
を
一
般
資
産
と
切
り
離
し
た
本
格
的
な
事

業
承
継
税
制
の
創
設
我
が
国
の
納
税
猶
予
制
度
は
、欧
州

主
要
国
と
比
較
す
る
と
限
定
的
な
措
置
に
と
ど
ま
っ
て

お
り
、欧
州
並
み
の
本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
が
必
要
で

あ
る
。と
く
に
、事
業
に
資
す
る
相
続
に
つ
い
て
は
、事
業

従
事
を
条
件
と
し
て
他
の
一
般
財
産
と
切
り
離
し
、非
上

場
株
式
を
含
め
て
事
業
用
資
産
へ
の
課
税
を
軽
減
あ
る

い
は
免
除
す
る
制
度
の
創
設
が
求
め
ら
れ
る
。

(2) 

相
続
税
、贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の
充
実

      

平
成
30
年
度
税
制
改
正
で
は
、中
小
企
業
の
代
替
わ
り
を

促
進
す
る
た
め
、10
年
間
の
特
例
措
置
と
し
て
同
制
度
の

拡
充
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
が
、事
業
承
継
が

よ
り
円
滑
に
実
施
で
き
る
よ
う
以
下
の
措
置
を
求
め
る
。

①
猶
予
制
度
で
は
な
く
免
除
制
度
に
改
め
る
と
と
も
に
、

平
成
29
年
以
前
の
制
度
適
用
者
に
対
し
て
も
適
用
要

件
を
緩
和
す
る
な
ど
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

②
国
は
円
滑
な
事
業
承
継
が
図
ら
れ
る
よ
う
、経
営
者

に
向
け
た
制
度
周
知
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。な
お
、

特
例
制
度
を
適
用
す
る
た
め
に
は
、令
和
5
年
3
月

ま
で
に「
特
例
承
継
計
画
」を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る

が
、こ
の
制
度
を
踏
ま
え
て
こ
れ
か
ら
事
業
承
継
の

検
討（
後
継
者
の
選
任
等
）を
始
め
る
企
業
に
と
っ
て

は
時
間
的
な
余
裕
が
な
い
こ
と
等
が
懸
念
さ
れ
る
。

こ
の
た
め
、計
画
書
の
提
出
期
限
に
つ
い
て
配
慮
す

べ
き
で
あ
る
。

Ⅲ
．地
方
の
あ
り
方

○
国
と
地
方
の
役
割
分
担
を
見
直
し
、財
政
や
行
政
の
効
率

化
を
図
る
地
方
分
権
化
は
地
方
活
性
化
の
上
で
も
重
要
で

あ
る
。そ
の
際
に
は
地
方
の
自
立
・
自
助
の
理
念
が
不
可
欠

で
あ
る
。地
方
創
生
戦
略
を
推
進
す
る
う
え
で
も
こ
の
理

念
は
極
め
て
重
要
に
な
ろ
う
。

○「
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
」の
返
礼
品
ア
ピ
ー
ル
競
争
を
み
て

い
る
と
、あ
ま
り
に
安
易
で
地
方
活
性
化
に
正
面
か
ら
取

り
組
も
う
と
し
て
い
る
の
か
疑
問
を
呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

住
民
税
は
本
来
、居
住
自
治
体
の
会
費
で
あ
り
、他
の
自
治

体
に
納
税
す
る
こ
と
は
地
方
税
の
原
則
に
そ
ぐ
わ
な
い
と

の
指
摘
も
あ
る
。納
税
先
を
納
税
者
の
出
身
自
治
体
に
限

定
す
る
な
ど
、さ
ら
な
る
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

○
地
方
交
付
税
制
度
は
国
が
地
方
の
不
足
財
源
を
手
厚
く
保

障
す
る
機
能
を
有
し
て
お
り
、そ
れ
が
地
方
の
財
政
規
律

を
歪
め
て
い
る
と
し
て
改
革
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。地
方
は

国
に
頼
る
だ
け
で
な
く
、自
ら
の
責
任
で
行
財
政
改
革
を

進
め
地
方
活
性
化
策
を
企
画
・
立
案
し
実
行
し
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
。

(1) 

地
方
創
生
で
は
、さ
ら
な
る
税
制
上
の
施
策
に
よ
る
本
社

機
能
移
転
の
促
進
、地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術
の
活

用
、地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術
集
積
づ
く
り

や
人
材
育
成
等
、実
効
性
の
あ
る
改
革
を
大
胆
に
行
う
必

要
が
あ
る
。ま
た
、中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
問
題
は
地

方
創
生
戦
略
と
の
関
係
か
ら
も
重
要
で
あ
り
、集
中
的
に

取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

(2) 

広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ

る
。基
礎
自
治
体（
人
口
30
万
人
程
度
）の
拡
充
を
図
る
た

め
、さ
ら
な
る
市
町
村
合
併
を
推
進
し
、合
併
メ
リ
ッ
ト

を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。

(3) 

国
に
比
べ
て
身
近
で
小
規
模
な
事
業
が
多
い
地
方
の
行

財
政
改
革
に
は
、「
事
業
仕
分
け
」の
よ
う
な
民
間
の
チ
ェ

ッ
ク
機
能
を
活
か
し
た
手
法
が
有
効
で
あ
り
、各
自
治
体

で
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

(4) 

地
方
公
務
員
給
与
は
近
年
、国
家
公
務
員
給
与
と
比
べ
た

ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）が
改
善
せ
ず

に
高
止
ま
り
し
て
お
り
、適
正
な
水
準
に
是
正
す
る
必
要

が
あ
る
。そ
の
た
め
に
は
国
家
公
務
員
に
準
拠
す
る
だ
け

で
な
く
、地
域
の
民
間
企
業
の
実
態
に
準
拠
し
た
給
与
体

系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(5) 

地
方
議
会
は
、議
会
の
あ
り
方
を
見
直
し
、大
胆
に
ス
リ
ム

化
す
る
と
と
も
に
、よ
り
納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政

に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。ま
た
、

高
す
ぎ
る
議
員
報
酬
の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適

正
化
を
求
め
る
。行
政
委
員
会
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
も

日
当
制
を
広
く
導
入
す
る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
．震
災
復
興
等

○
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て
復
興
期
間
の
後
期

で
あ
る「
復
興
・
創
生
期
間（
平
成
28
年
度
〜
令
和
２
度
）」も

４
年
目
に
入
っ
て
い
る
が
、被
災
地
の
復
興
、産
業
の
再
生

は
い
ま
だ
道
半
ば
で
あ
る
。今
後
の
復
興
事
業
に
当
た
っ
て

は
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、予
算
を
適
正
か
つ

迅
速
に
執
行
す
る
と
と
も
に
、原
発
事
故
へ
の
対
応
を
含
め

て
引
き
続
き
、適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。ま
た
、被

災
地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、雇
用
確
保
を
図
る
観
点
な
ど

か
ら
、実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め
る
。

○
近
年
、熊
本
地
震
を
は
じ
め
地
震
や
台
風
な
ど
に
よ
る
大
規

模
な
自
然
災
害
が
相
次
い
で
発
生
し
て
い
る
が
、東
日
本
大

震
災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、適
切
な
支
援
と
実
効
性
の
あ

る
措
置
を
講
じ
、被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興
等
に
向
け

基
本
的
な
課
題

Ⅰ
． 

税
・
財
政
改
革
の
あ
り
方

１ 

財
政
健
全
化
に
向
け
て

○
今
後
の
税
財
政
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
要
素
と
な
る
の

は
団
塊
の
世
代
の
動
向
で
あ
る
。こ
の
世
代
の
先
頭
が
後
期

高
齢
者
入
り
す
る
の
は
２
０
２
２
年
で
あ
り
、２
０
２
５
年

度
は
団
塊
の
世
代
す
べ
て
が
後
期
高
齢
者
に
達
す
る
年
で

あ
る
。つ
ま
り
、政
府
の
Ｐ
Ｂ
黒
字
化
目
標
年
度
は
遅
す
ぎ
る

わ
け
で
、本
来
な
ら
団
塊
の
世
代
の
先
頭
が
後
期
高
齢
者
入

り
す
る
前
に
黒
字
化
目
標
を
設
定
す
べ
き
で
あ
る
。

(1) 

今
般
の
消
費
税
率
10
％
へ
の
引
き
上
げ
は
、財
政
健
全
化

と
社
会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
の
た
め
に
不
可
欠
だ
っ

た
。税
率
引
き
上
げ
に
よ
る
悪
影
響
を
緩
和
す
る
等
の
環

境
整
備
は
必
要
だ
が
、本
年
度
に
引
き
続
き
、来
年
度
当

初
予
算
に
お
い
て
も
臨
時
・
特
別
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と

と
し
て
い
る
。し
か
し
、そ
れ
が
バ
ラ
マ
キ
政
策
と
な
っ

て
は
な
ら
な
い
。

(2) 

政
府
は
、２
０
１
６
年
度
か
ら
18
年
度
の
３
年
間
を
集
中

改
革
期
間
と
位
置
づ
け
、政
策
経
費
の
増
加
額
を
１
・
６

兆
円（
社
会
保
障
費
１
・
５
兆
円
、そ
の
他
０
・
１
兆
円
）程

度
に
抑
制
す
る
目
安
を
達
成
し
た
。２
０
１
９
年
度
か
ら

21
年
度
の
基
盤
強
化
期
間
に
つ
い
て
も
、引
き
続
き
社
会

保
障
費
の
増
加
額
を
抑
制
す
る
目
安
を
示
し
、改
革
に
取

り
組
む
必
要
が
あ
る
。

(3) 

財
政
健
全
化
は
国
家
的
課
題
で
あ
り
、歳
出
、歳
入
の
一
体

的
改
革
に
よ
っ
て
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。歳
入
で

は
安
易
に
税
の
自
然
増
収
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、ま

た
歳
出
に
つ
い
て
は
聖
域
を
設
け
ず
に
分
野
別
の
具
体
的

な
削
減
の
方
策
と
工
程
表
を
明
示
し
、着
実
に
改
革
を
実

行
す
る
よ
う
求
め
る
。

(4) 

今
般
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
伴
っ
て
本
年
10
月
よ
り
軽

減
税
率
制
度
が
導
入
さ
れ
る
が
、こ
れ
に
よ
る
減
収
分
に

つ
い
て
は
安
定
的
な
恒
久
財
源
を
確
保
す
る
べ
き
で
あ
る
。

(5) 

国
債
の
信
認
が
揺
ら
い
だ
場
合
、長
期
金
利
の
急
上
昇
な

ど
金
融
資
本
市
場
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、成
長
を
阻
害

す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。政
府
・
日
銀
に
は
、市
場
の
動

向
を
踏
ま
え
た
細
心
の
政
策
運
営
を
求
め
た
い
。

２
．社
会
保
障
制
度
に
対
す
る
基
本
的
考
え
方

○
社
会
保
障
給
付
費
の
財
源
は
公
費
と
保
険
料
で
あ
る
。適

正
な「
負
担
」と
重
点
化
・
効
率
化
に
よ
る「
給
付
」の
抑

制
を
可
能
な
限
り
実
行
し
な
い
と
、持
続
可
能
な
社
会
保

障
制
度
の
構
築
も
財
政
の
健
全
化
も
実
現
で
き
な
い
。と

り
わ
け
、医
療
と
介
護
の
分
野
は
給
付
の
急
増
が
見
込
ま

れ
て
お
り
、こ
こ
に
改
革
の
メ
ス
を
ど
う
入
れ
る
か
が
重

要
に
な
る
。

○
超
高
齢
化
社
会
が
急
速
に
進
展
す
る
今
、社
会
保
障
は

「
自
助
」「
公
助
」「
共
助
」の
役
割
と
範
囲
を
改
め
て
見
直

す
必
要
が
あ
る
が
、そ
の
際
に
重
要
な
の
は
公
平
性
の
視

点
で
あ
る
。た
と
え
ば
医
療
保
険
の
窓
口
負
担
や
介
護
保

険
の
利
用
者
負
担
な
ど
の
本
人
負
担
に
つ
い
て
は
、高
齢

者
に
お
い
て
も
負
担
能
力
に
応
じ
る
こ
と
を
原
則
と
す

る
必
要
が
あ
る
。

(1) 

年
金
に
つ
い
て
は
、「
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
の
厳
格
対

応
」、「
支
給
開
始
年
齢
の
引
き
上
げ
」、「
高
所
得
高
齢
者

の
基
礎
年
金
国
庫
負
担
相
当
分
の
年
金
給
付
削
減
」等
、

抜
本
的
な
施
策
を
実
施
す
る
。

(2) 

医
療
は
産
業
政
策
的
に
成
長
分
野
と
位
置
付
け
、大
胆
な

規
制
改
革
を
行
う
必
要
が
あ
る
。給
付
の
急
増
を
抑
制
す

る
た
め
に
診
療
報
酬（
本
体
）体
系
を
見
直
す
と
と
も
に
、

政
府
目
標
で
あ
る
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
の
普
及
率
80
％
以
上

も
早
期
に
達
成
す
る
。

(3) 

介
護
保
険
に
つ
い
て
は
、制
度
の
持
続
性
を
高
め
る
た
め

に
真
に
介
護
が
必
要
な
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
に
メ
リ

ハ
リ
を
つ
け
、給
付
及
び
負
担
の
あ
り
方
を
見
直
す
。

(4) 

生
活
保
護
に
つ
い
て
は
、給
付
水
準
の
あ
り
方
な
ど
を
見

直
す
と
と
も
に
、不
正
受
給
の
防
止
な
ど
さ
ら
な
る
厳
格

な
運
用
が
不
可
欠
で
あ
る
。

(5) 

少
子
化
対
策
で
は
、現
金
給
付
よ
り
保
育
所
や
学
童
保
育

等
を
整
備
す
る
な
ど
の
現
物
給
付
に
重
点
を
置
く
べ
き

で
あ
る
。そ
の
際
、企
業
も
積
極
的
に
子
育
て
支
援
に
関

与
で
き
る
よ
う
、企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
さ
ら
な
る
活

用
に
向
け
て
検
討
す
る
。ま
た
、子
ど
も
・
子
育
て
支
援
等

の
取
り
組
み
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
に
は
安
定
財
源

を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

(6) 

企
業
へ
の
過
度
な
保
険
料
負
担
を
抑
え
、経
済
成
長
を
阻
害

し
な
い
よ
う
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
。

令
和
元
年
度

法
人
会
全
国
大
会
と
一
緒
に
開
催

税
制
改
正
要
望
全
国
大
会

法
人
会
全
国
大
会
と
一
緒
に
開
催

税
制
改
正
要
望
全
国
大
会

大
森
法
人
会
税
制
税
務
委
員
長

寺
田

　次
朗

法

人

会

全

国

大

会

・

税
制
改
正
要
望
全
国
大
会

　
法
人
会
は
「
税
」
を
中
心
に
活
動
し
て
い
る
団
体
と
し
て
、
中
小
企
業
に
と
っ
て
適
切
な
税
制
の
確
立
の

た
め
、
毎
年
税
制
改
正
要
望
大
会
を
開
催
し
て
、
決
議
さ
れ
た
要
望
事
項
は
政
府
や
国
会
な
ど
へ
の
強
い

働
き
か
け
に
よ
り
、
法
人
税
制
の
改
革
が
実
現
さ
れ
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
も
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い

ま
す
。

　
令
和
２
年
度
税
制
改
正
要
望
は
10
月
3
日
三
重
県
津
市
産
業
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
全
国
各

地
の
法
人
会
を
代
表
す
る
1
、7
5
0
名
の
参
加
に
よ
り
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

て
取
り
組
ま
ね
ば
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

○
近
年
、自
然
災
害
に
よ
り
甚
大
な
被
害
が
発
生
し
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
、震
災
特
例
法
と
同
じ
く
、災
害
等
に
係
る

雑
損
失
の
繰
越
控
除
期
間
を
5
年（
現
行
3
年
）に
延
長
す

る
こ
と
。（「
個
別
事
項
」参
照
）

Ⅴ
．そ
の
他

１
．納
税
環
境
の
整
備

２
．租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

法
人
税
関
係

１
．役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

(1) 

役
員
給
与
は
原
則
損
金
算
入
と
す
べ
き

(2) 

同
族
会
社
も
業
績
連
動
給
与
の
損
金
算
入
を
認
め
る
べ
き

２
．交
際
費
課
税
の
適
用
期
限
延
長

3
．公
益
法
人
課
税

所
得
税
関
係

１
．所
得
税
の
あ
り
方

(1)
基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回
復

     

基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
を
回
復
す
る
た
め
に
も
、

所
得
税
は
国
民
が
能
力
に
応
じ
て
適
正
に
負
担
す
べ
き
で

あ
る
。

(2) 

各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

　 

各
種
控
除
は
、社
会
構
造
変
化
に
対
応
し
て
合
理
的
な
も

の
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。と
く
に
、人
的
控
除
に
つ
い

て
は
累
次
の
改
正
の
影
響
を
見
極
め
な
が
ら
、適
正
化
を

図
る
べ
き
で
あ
る
。

 

(3)
個
人
住
民
税
の
均
等
割

      

地
方
税
で
あ
る
個
人
住
民
税
の
均
等
割
に
つ
い
て
も
、応

益
負
担
原
則
の
観
点
か
ら
適
正
水
準
と
す
べ
き
で
あ
る

２
．少
子
化
対
策

相
続
税
・
贈
与
税
関
係

１
．相
続
税
の
負
担
率
は
す
で
に
先
進
主
要
国
並
み
で
あ

る
こ
と
か
ら
、こ
れ
以
上
の
課
税
強
化
は
行
う
べ
き
で

は
な
い
。

２
．贈
与
税
は
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
よ
う
見
直
す
べ

き
で
あ
る
。

(1) 

贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

(2) 

相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額（
２
、５
０
０
万

円
）を
引
き
上
げ
る
。

地
方
税
関
係

１
．固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

(1) 

商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、よ
り
収

益
性
を
考
慮
し
た
評
価
に
見
直
す
。

(2) 

家
屋
の
評
価
は
、経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法
に
見
直

す
。

(3) 

償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、納
税
者
の
事
務
負
担
軽
減
の
観

点
か
ら
、「
少
額
資
産
」の
範
囲
を
国
税
の
中
小
企
業
の
少

額
減
価
償
却
資
産（
30
万
円
）に
ま
で
拡
大
す
る
と
と
も

に
、賦
課
期
日
を
各
法
人
の
事
業
年
度
末
と
す
る
こ
と
。

ま
た
、将
来
的
に
は
廃
止
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

(4) 

固
定
資
産
税
の
免
税
点
に
つ
い
て
は
、平
成
3
年
以
降
改
定

が
な
く
据
え
置
か
れ
て
い
る
た
め
、大
幅
に
引
き
上
げ
る
。

(5) 

国
土
交
通
省
、総
務
省
、国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に

応
じ
て
土
地
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、行
政
の
効
率
化

の
観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き
で
あ
る
。

２
．事
業
所
税
の
廃
止

　 

事
業
所
税
は
固
定
資
産
税
と
二
重
課
税
的
な
性
格
を
有

す
る
こ
と
か
ら
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。

３
．超
過
課
税

　 

住
民
税
の
超
過
課
税
は
、個
人
で
は
な
く
主
に
法
人
を
課

税
対
象
と
し
て
い
る
う
え
、長
期
間
に
わ
た
っ
て
課
税
を

実
施
し
て
い
る
自
治
体
も
多
い
。課
税
の
公
平
を
欠
く
安

易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
な
い
。

４
．法
定
外
目
的
税

 

　
法
定
外
目
的
税
は
、税
の
公
平
性
・
中
立
性
に
反
す
る
こ
と

の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、税
収
確
保
の
た
め
に

法
人
企
業
に
対
し
て
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

そ
の
他

１
．配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

２
．電
子
申
告

令
和
２
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言（
要
約
）

令
和
２
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言（
要
約
）
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(1)
地
方
創
生
で
は
、さ
ら
な
る
税
制
上
の
施
策
に
よ
る
本
社

機
能
移
転
の
促
進
、地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術
の
活

用
、地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術
集
積
づ
く
り

や
人
材
育
成
等
、実
効
性
の
あ
る
改
革
を
大
胆
に
行
う
必

要
が
あ
る
。ま
た
、中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
問
題
は
地

方
創
生
戦
略
と
の
関
係
か
ら
も
重
要
で
あ
り
、集
中
的
に

取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

(2)
広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ

る
。基
礎
自
治
体（
人
口
30
万
人
程
度
）の
拡
充
を
図
る
た

め
、さ
ら
な
る
市
町
村
合
併
を
推
進
し
、合
併
メ
リ
ッ
ト

を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。

(3)
国
に
比
べ
て
身
近
で
小
規
模
な
事
業
が
多
い
地
方
の
行

財
政
改
革
に
は
、「
事
業
仕
分
け
」の
よ
う
な
民
間
の
チ
ェ

ッ
ク
機
能
を
活
か
し
た
手
法
が
有
効
で
あ
り
、各
自
治
体

で
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

(4)
地
方
公
務
員
給
与
は
近
年
、国
家
公
務
員
給
与
と
比
べ
た

ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）が
改
善
せ
ず

に
高
止
ま
り
し
て
お
り
、適
正
な
水
準
に
是
正
す
る
必
要

が
あ
る
。そ
の
た
め
に
は
国
家
公
務
員
に
準
拠
す
る
だ
け

で
な
く
、地
域
の
民
間
企
業
の
実
態
に
準
拠
し
た
給
与
体

系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(5)
地
方
議
会
は
、議
会
の
あ
り
方
を
見
直
し
、大
胆
に
ス
リ
ム

化
す
る
と
と
も
に
、よ
り
納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政

に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。ま
た
、

高
す
ぎ
る
議
員
報
酬
の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適

正
化
を
求
め
る
。行
政
委
員
会
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
も

日
当
制
を
広
く
導
入
す
る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
．震
災
復
興
等

○
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て
復
興
期
間
の
後
期

で
あ
る「
復
興
・
創
生
期
間（
平
成
28
年
度
〜
令
和
２
年
度
）」

も
４
年
目
に
入
っ
て
い
る
が
、被
災
地
の
復
興
、産
業
の
再

生
は
い
ま
だ
道
半
ば
で
あ
る
。今
後
の
復
興
事
業
に
当
た
っ

て
は
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、予
算
を
適
正
か

つ
迅
速
に
執
行
す
る
と
と
も
に
、原
発
事
故
へ
の
対
応
を
含

め
て
引
き
続
き
、適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。ま
た
、

被
災
地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、雇
用
確
保
を
図
る
観
点
な

ど
か
ら
、実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め
る
。

○
近
年
、熊
本
地
震
を
は
じ
め
地
震
や
台
風
な
ど
に
よ
る
大
規

模
な
自
然
災
害
が
相
次
い
で
発
生
し
て
い
る
が
、東
日
本
大

震
災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、適
切
な
支
援
と
実
効
性
の
あ

る
措
置
を
講
じ
、被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興
等
に
向
け

て
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

○
近
年
、自
然
災
害
に
よ
り
甚
大
な
被
害
が
発
生
し
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
、震
災
特
例
法
と
同
じ
く
、災
害
等
に
係
る

雑
損
失
の
繰
越
控
除
期
間
を
5
年（
現
行
3
年
）に
延
長
す

る
こ
と
。（「
個
別
事
項
」参
照
）

Ⅴ
．そ
の
他

１
．納
税
環
境
の
整
備

２
．租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

法
人
税
関
係

１
．役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

(1)
役
員
給
与
は
原
則
損
金
算
入
と
す
べ
き

(2)
同
族
会
社
も
業
績
連
動
給
与
の
損
金
算
入
を
認
め
る
べ
き

２
．交
際
費
課
税
の
適
用
期
限
延
長

3
．公
益
法
人
課
税

所
得
税
関
係

１
．所
得
税
の
あ
り
方

(1)
基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回
復

     

基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
を
回
復
す
る
た
め
に
も
、

所
得
税
は
国
民
が
能
力
に
応
じ
て
適
正
に
負
担
す
べ
き
で

あ
る
。

(2)
各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

各
種
控
除
は
、社
会
構
造
変
化
に
対
応
し
て
合
理
的
な
も

の
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。と
く
に
、人
的
控
除
に
つ
い

て
は
累
次
の
改
正
の
影
響
を
見
極
め
な
が
ら
、適
正
化
を

図
る
べ
き
で
あ
る
。

(3)
個
人
住
民
税
の
均
等
割

      

地
方
税
で
あ
る
個
人
住
民
税
の
均
等
割
に
つ
い
て
も
、応

益
負
担
原
則
の
観
点
か
ら
適
正
水
準
と
す
べ
き
で
あ
る

２
．少
子
化
対
策

相
続
税
・
贈
与
税
関
係

１
．相
続
税
の
負
担
率
は
す
で
に
先
進
主
要
国
並
み
で
あ

る
こ
と
か
ら
、こ
れ
以
上
の
課
税
強
化
は
行
う
べ
き
で

は
な
い
。

２
．贈
与
税
は
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
よ
う
見
直
す
べ

き
で
あ
る
。

(1)
贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

(2)
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額（
２
、５
０
０
万

円
）を
引
き
上
げ
る
。

地
方
税
関
係

１
．固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

(1)
商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、よ
り
収

益
性
を
考
慮
し
た
評
価
に
見
直
す
。

(2)
家
屋
の
評
価
は
、経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法
に
見
直

す
。

(3)
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、納
税
者
の
事
務
負
担
軽
減
の
観

点
か
ら
、「
少
額
資
産
」の
範
囲
を
国
税
の
中
小
企
業
の
少

額
減
価
償
却
資
産（
30
万
円
）に
ま
で
拡
大
す
る
と
と
も

に
、賦
課
期
日
を
各
法
人
の
事
業
年
度
末
と
す
る
こ
と
。

ま
た
、将
来
的
に
は
廃
止
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

(4)
固
定
資
産
税
の
免
税
点
に
つ
い
て
は
、平
成
3
年
以
降
改
定

が
な
く
据
え
置
か
れ
て
い
る
た
め
、大
幅
に
引
き
上
げ
る
。

(5)
国
土
交
通
省
、総
務
省
、国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に

応
じ
て
土
地
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、行
政
の
効
率
化

の
観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き
で
あ
る
。

２
．事
業
所
税
の
廃
止

事
業
所
税
は
固
定
資
産
税
と
二
重
課
税
的
な
性
格
を
有

す
る
こ
と
か
ら
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。

３
．超
過
課
税

住
民
税
の
超
過
課
税
は
、個
人
で
は
な
く
主
に
法
人
を
課

税
対
象
と
し
て
い
る
う
え
、長
期
間
に
わ
た
っ
て
課
税
を

実
施
し
て
い
る
自
治
体
も
多
い
。課
税
の
公
平
を
欠
く
安

易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
な
い
。

４
．法
定
外
目
的
税

   

法
定
外
目
的
税
は
、税
の
公
平
性
・
中
立
性
に
反
す
る
こ
と

の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、税
収
確
保
の
た
め
に

法
人
企
業
に
対
し
て
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

そ
の
他

１
．配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

２
．電
子
申
告
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◎
経
済
の
再
生
と

　
　財
政
健
全
化
を
目
指
し
、

　歳
出
・
歳
入
の

　
　一
体
的
改
革
を
！

◎
適
正
な
負
担
と
給
付
の

　
　重
点
化
・
効
率
化
で
、

　持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の

　
　確
立
を
！

◎
中
小
企
業
は
日
本
経
済
の
礎
。

　活
力
向
上
の
た
め
の

　
　税
制
措
置
拡
充
を
！

◎
中
小
企
業
に
と
っ
て

　
　事
業
承
継
は
重
要
な
課
題
。

　本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の

　
　創
設
を
！

大
会
宣
言

大
会
宣
言

法
人
会
全
国
大
会
・
三
重
大
会

令
和
2
年
度

税
制
改
正
ス
ロ
ー
ガ
ン

令
和
元
年
10
月
3
日

　
　
　
全
国
法
人
会
総
連
合
全
国
大
会

　
わ
れ
わ
れ
法
人
会
は
、「
税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
た
る
経
営

者
の
団
体
」と
し
て
、「
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」や
租
税
教
育
、

企
業
の
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
向
上
に
資
す
る
取
組
な
ど
、税

を
中
心
と
す
る
活
動
を
積
極
的
に
展
開
し
な
が
ら
、広
く
社
会
へ

貢
献
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
現
在
、わ
が
国
経
済
は
企
業
収
益
に
陰
り
が
見
え
る
な
ど
、景
気

の
減
速
懸
念
が
に
わ
か
に
強
ま
っ
て
い
る
。大
規
模
金
融
緩
和
の

効
果
が
期
待
で
き
な
く
な
っ
た
上
、米
中
の
経
済
摩
擦
に
よ
る
マ

イ
ナ
ス
の
影
響
が
顕
在
化
し
て
き
た
た
め
で
あ
る
。一
方
、国
際
経

済
面
で
は
、ア
メ
リ
カ
の
保
護
主
義
的
政
策
が
わ
が
国
を
も
対
象

と
す
る
な
ど
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

　
国
家
的
課
題
で
あ
る
財
政
健
全
化
は
困
難
を
極
め
て
お
り
、わ

が
国
の
長
期
債
務
残
高
は
先
進
国
の
中
で
突
出
し
て
悪
化
し
て
い

る
。ま
た
、わ
が
国
は
先
進
国
で
最
速
の
ス
ピ
ー
ド
で
少
子
高
齢
化

が
進
み
、か
つ
人
口
減
少
と
い
う
深
刻
な
構
造
問
題
も
抱
え
て
い

る
。社
会
保
障
の
恒
久
的
安
定
財
源
で
あ
る
消
費
税
は
、今
般
、税

率
が
10
%
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
が
、今
後
の
社
会
保
障
給
付
費
の
増

大
と
財
政
健
全
化
の
困
難
さ
を
考
え
れ
ば
、「
受
益
」と「
負
担
」の
均

衡
に
向
け
た
議
論
を
早
急
に
開
始
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

中
小
企
業
は
、地
域
経
済
と
雇
用
の
担
い
手
で
あ
る
。グ
ロ
ー
バ

ル
経
済
や
厳
し
い
環
境
変
化
に
対
応
し
、そ
の
存
在
感
を
維
持
す

る
と
と
も
に
、わ
が
国
経
済
の
礎
と
し
て
、中
小
企
業
の
力
強
い
成
長
を
促
す
税
制
の
確
立
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
法
人
会
は
、「
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
」、「
事
業
承
継
税
制
の
さ
ら
な
る
拡
充
」等
を
中
心

と
す
る「
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」の
実
現
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
創
設
以
来
、
納
税
意
識
の
向
上
に
努
め
て
き
た
法
人
会
は
、令
和
と
い
う
新
し
い
時
代
を
迎
え
、こ
こ
三
重
の
地

で
全
国
の
会
貝
企
業
の
総
意
と
し
て
、以
上
宜
言
す
る
。

をクリック大森法人会 検索



(1)
地
方
創
生
で
は
、さ
ら
な
る
税
制
上
の
施
策
に
よ
る
本
社

機
能
移
転
の
促
進
、地
元
の
特
性
に
根
差
し
た
技
術
の
活

用
、地
元
大
学
と
の
連
携
な
ど
に
よ
る
技
術
集
積
づ
く
り

や
人
材
育
成
等
、実
効
性
の
あ
る
改
革
を
大
胆
に
行
う
必

要
が
あ
る
。ま
た
、中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
問
題
は
地

方
創
生
戦
略
と
の
関
係
か
ら
も
重
要
で
あ
り
、集
中
的
に

取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

(2)
広
域
行
政
に
よ
る
効
率
化
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ

る
。基
礎
自
治
体（
人
口
30
万
人
程
度
）の
拡
充
を
図
る
た

め
、さ
ら
な
る
市
町
村
合
併
を
推
進
し
、合
併
メ
リ
ッ
ト

を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
。

(3)
国
に
比
べ
て
身
近
で
小
規
模
な
事
業
が
多
い
地
方
の
行

財
政
改
革
に
は
、「
事
業
仕
分
け
」の
よ
う
な
民
間
の
チ
ェ

ッ
ク
機
能
を
活
か
し
た
手
法
が
有
効
で
あ
り
、各
自
治
体

で
広
く
導
入
す
べ
き
で
あ
る
。

(4)
地
方
公
務
員
給
与
は
近
年
、国
家
公
務
員
給
与
と
比
べ
た

ラ
ス
パ
イ
レ
ス
指
数（
全
国
平
均
ベ
ー
ス
）が
改
善
せ
ず

に
高
止
ま
り
し
て
お
り
、適
正
な
水
準
に
是
正
す
る
必
要

が
あ
る
。そ
の
た
め
に
は
国
家
公
務
員
に
準
拠
す
る
だ
け

で
な
く
、地
域
の
民
間
企
業
の
実
態
に
準
拠
し
た
給
与
体

系
に
見
直
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(5)
地
方
議
会
は
、議
会
の
あ
り
方
を
見
直
し
、大
胆
に
ス
リ
ム

化
す
る
と
と
も
に
、よ
り
納
税
者
の
視
点
に
立
っ
て
行
政

に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。ま
た
、

高
す
ぎ
る
議
員
報
酬
の
一
層
の
削
減
と
政
務
活
動
費
の
適

正
化
を
求
め
る
。行
政
委
員
会
委
員
の
報
酬
に
つ
い
て
も

日
当
制
を
広
く
導
入
す
る
な
ど
見
直
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
．震
災
復
興
等

○
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て
復
興
期
間
の
後
期

で
あ
る「
復
興
・
創
生
期
間（
平
成
28
年
度
〜
令
和
２
年
度
）」

も
４
年
目
に
入
っ
て
い
る
が
、被
災
地
の
復
興
、産
業
の
再

生
は
い
ま
だ
道
半
ば
で
あ
る
。今
後
の
復
興
事
業
に
当
た
っ

て
は
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、予
算
を
適
正
か

つ
迅
速
に
執
行
す
る
と
と
も
に
、原
発
事
故
へ
の
対
応
を
含

め
て
引
き
続
き
、適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。ま
た
、

被
災
地
に
お
け
る
企
業
の
定
着
、雇
用
確
保
を
図
る
観
点
な

ど
か
ら
、実
効
性
の
あ
る
措
置
を
講
じ
る
よ
う
求
め
る
。

○
近
年
、熊
本
地
震
を
は
じ
め
地
震
や
台
風
な
ど
に
よ
る
大
規

模
な
自
然
災
害
が
相
次
い
で
発
生
し
て
い
る
が
、東
日
本
大

震
災
の
対
応
な
ど
を
踏
ま
え
、適
切
な
支
援
と
実
効
性
の
あ

る
措
置
を
講
じ
、被
災
地
の
確
実
な
復
旧
・
復
興
等
に
向
け

て
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

○
近
年
、自
然
災
害
に
よ
り
甚
大
な
被
害
が
発
生
し
て
い
る

こ
と
を
踏
ま
え
、震
災
特
例
法
と
同
じ
く
、災
害
等
に
係
る

雑
損
失
の
繰
越
控
除
期
間
を
5
年（
現
行
3
年
）に
延
長
す

る
こ
と
。（「
個
別
事
項
」参
照
）

Ⅴ
．そ
の
他

１
．納
税
環
境
の
整
備

２
．租
税
教
育
の
充
実

《
税
目
別
の
具
体
的
課
題
》

法
人
税
関
係

１
．役
員
給
与
の
損
金
算
入
の
拡
充

(1)
役
員
給
与
は
原
則
損
金
算
入
と
す
べ
き

(2)
同
族
会
社
も
業
績
連
動
給
与
の
損
金
算
入
を
認
め
る
べ
き

２
．交
際
費
課
税
の
適
用
期
限
延
長

3
．公
益
法
人
課
税

所
得
税
関
係

１
．所
得
税
の
あ
り
方

(1)
基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
の
回
復

     

基
幹
税
と
し
て
の
財
源
調
達
機
能
を
回
復
す
る
た
め
に
も
、

所
得
税
は
国
民
が
能
力
に
応
じ
て
適
正
に
負
担
す
べ
き
で

あ
る
。

(2)
各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

各
種
控
除
は
、社
会
構
造
変
化
に
対
応
し
て
合
理
的
な
も

の
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。と
く
に
、人
的
控
除
に
つ
い

て
は
累
次
の
改
正
の
影
響
を
見
極
め
な
が
ら
、適
正
化
を

図
る
べ
き
で
あ
る
。

(3)
個
人
住
民
税
の
均
等
割

      

地
方
税
で
あ
る
個
人
住
民
税
の
均
等
割
に
つ
い
て
も
、応

益
負
担
原
則
の
観
点
か
ら
適
正
水
準
と
す
べ
き
で
あ
る

２
．少
子
化
対
策

相
続
税
・
贈
与
税
関
係

１
．相
続
税
の
負
担
率
は
す
で
に
先
進
主
要
国
並
み
で
あ

る
こ
と
か
ら
、こ
れ
以
上
の
課
税
強
化
は
行
う
べ
き
で

は
な
い
。

２
．贈
与
税
は
経
済
の
活
性
化
に
資
す
る
よ
う
見
直
す
べ

き
で
あ
る
。

(1)
贈
与
税
の
基
礎
控
除
を
引
き
上
げ
る
。

(2)
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
特
別
控
除
額（
２
、５
０
０
万

円
）を
引
き
上
げ
る
。

地
方
税
関
係

１
．固
定
資
産
税
の
抜
本
的
見
直
し

(1)
商
業
地
等
の
宅
地
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
は
、よ
り
収

益
性
を
考
慮
し
た
評
価
に
見
直
す
。

(2)
家
屋
の
評
価
は
、経
過
年
数
に
応
じ
た
評
価
方
法
に
見
直

す
。

(3)
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、納
税
者
の
事
務
負
担
軽
減
の
観

点
か
ら
、「
少
額
資
産
」の
範
囲
を
国
税
の
中
小
企
業
の
少

額
減
価
償
却
資
産（
30
万
円
）に
ま
で
拡
大
す
る
と
と
も

に
、賦
課
期
日
を
各
法
人
の
事
業
年
度
末
と
す
る
こ
と
。

ま
た
、将
来
的
に
は
廃
止
も
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

(4)
固
定
資
産
税
の
免
税
点
に
つ
い
て
は
、平
成
3
年
以
降
改
定

が
な
く
据
え
置
か
れ
て
い
る
た
め
、大
幅
に
引
き
上
げ
る
。

(5)
国
土
交
通
省
、総
務
省
、国
税
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に

応
じ
て
土
地
の
評
価
を
行
っ
て
い
る
が
、行
政
の
効
率
化

の
観
点
か
ら
評
価
体
制
は
一
元
化
す
べ
き
で
あ
る
。

２
．事
業
所
税
の
廃
止

事
業
所
税
は
固
定
資
産
税
と
二
重
課
税
的
な
性
格
を
有

す
る
こ
と
か
ら
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。

３
．超
過
課
税

住
民
税
の
超
過
課
税
は
、個
人
で
は
な
く
主
に
法
人
を
課

税
対
象
と
し
て
い
る
う
え
、長
期
間
に
わ
た
っ
て
課
税
を

実
施
し
て
い
る
自
治
体
も
多
い
。課
税
の
公
平
を
欠
く
安

易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
な
い
。

４
．法
定
外
目
的
税

   

法
定
外
目
的
税
は
、税
の
公
平
性
・
中
立
性
に
反
す
る
こ
と

の
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、税
収
確
保
の
た
め
に

法
人
企
業
に
対
し
て
安
易
な
課
税
は
行
う
べ
き
で
は
な
い
。

そ
の
他

１
．配
当
に
対
す
る
二
重
課
税
の
見
直
し

２
．電
子
申
告
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◎
経
済
の
再
生
と

　
　財
政
健
全
化
を
目
指
し
、

　歳
出
・
歳
入
の

　
　一
体
的
改
革
を
！

◎
適
正
な
負
担
と
給
付
の

　
　重
点
化
・
効
率
化
で
、

　持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の

　
　確
立
を
！

◎
中
小
企
業
は
日
本
経
済
の
礎
。

　活
力
向
上
の
た
め
の

　
　税
制
措
置
拡
充
を
！

◎
中
小
企
業
に
と
っ
て

　
　事
業
承
継
は
重
要
な
課
題
。

　本
格
的
な
事
業
承
継
税
制
の

　
　創
設
を
！

大
会
宣
言

大
会
宣
言

法
人
会
全
国
大
会
・
三
重
大
会

令
和
2
年
度

税
制
改
正
ス
ロ
ー
ガ
ン

令
和
元
年
10
月
3
日

　
　
　
全
国
法
人
会
総
連
合
全
国
大
会

　
わ
れ
わ
れ
法
人
会
は
、「
税
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
た
る
経
営

者
の
団
体
」と
し
て
、「
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」や
租
税
教
育
、

企
業
の
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
向
上
に
資
す
る
取
組
な
ど
、税

を
中
心
と
す
る
活
動
を
積
極
的
に
展
開
し
な
が
ら
、広
く
社
会
へ

貢
献
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
現
在
、わ
が
国
経
済
は
企
業
収
益
に
陰
り
が
見
え
る
な
ど
、景
気

の
減
速
懸
念
が
に
わ
か
に
強
ま
っ
て
い
る
。大
規
模
金
融
緩
和
の

効
果
が
期
待
で
き
な
く
な
っ
た
上
、米
中
の
経
済
摩
擦
に
よ
る
マ

イ
ナ
ス
の
影
響
が
顕
在
化
し
て
き
た
た
め
で
あ
る
。一
方
、国
際
経

済
面
で
は
、ア
メ
リ
カ
の
保
護
主
義
的
政
策
が
わ
が
国
を
も
対
象

と
す
る
な
ど
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。

　
国
家
的
課
題
で
あ
る
財
政
健
全
化
は
困
難
を
極
め
て
お
り
、わ

が
国
の
長
期
債
務
残
高
は
先
進
国
の
中
で
突
出
し
て
悪
化
し
て
い

る
。ま
た
、わ
が
国
は
先
進
国
で
最
速
の
ス
ピ
ー
ド
で
少
子
高
齢
化

が
進
み
、か
つ
人
口
減
少
と
い
う
深
刻
な
構
造
問
題
も
抱
え
て
い

る
。社
会
保
障
の
恒
久
的
安
定
財
源
で
あ
る
消
費
税
は
、今
般
、税

率
が
10
%
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
が
、今
後
の
社
会
保
障
給
付
費
の
増

大
と
財
政
健
全
化
の
困
難
さ
を
考
え
れ
ば
、「
受
益
」と「
負
担
」の
均

衡
に
向
け
た
議
論
を
早
急
に
開
始
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

中
小
企
業
は
、地
域
経
済
と
雇
用
の
担
い
手
で
あ
る
。グ
ロ
ー
バ

ル
経
済
や
厳
し
い
環
境
変
化
に
対
応
し
、そ
の
存
在
感
を
維
持
す

る
と
と
も
に
、わ
が
国
経
済
の
礎
と
し
て
、中
小
企
業
の
力
強
い
成
長
を
促
す
税
制
の
確
立
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
法
人
会
は
、「
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
税
制
」、「
事
業
承
継
税
制
の
さ
ら
な
る
拡
充
」等
を
中
心

と
す
る「
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」の
実
現
を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
創
設
以
来
、
納
税
意
識
の
向
上
に
努
め
て
き
た
法
人
会
は
、令
和
と
い
う
新
し
い
時
代
を
迎
え
、こ
こ
三
重
の
地

で
全
国
の
会
貝
企
業
の
総
意
と
し
て
、以
上
宜
言
す
る
。

をクリック大森法人会 検索



地域イベントに参加

研修会・講座など研修会・講座など

8/25（日）　イベント参加者400名
会場：池上会館２階集会室

第17回 池上祭
「こどもミュージカル」

9/29（日）　税金クイズ参加者300名
会場：大森駅D-Parking第2会場

大森まち活フェスティバル

8/30（金）
税金クイズ
参加者200名
会場：梅屋敷
　　   商店街

梅屋敷流し踊り大会

8/22（木）　参加者６名
会場：法人会館研修室

中小企業のための人材採用ノウハウ講座
9/3（火）・10（火）・18（水）　
参加者13名　
会場：法人会館研修室

なるほど法人税講座

講師：ブランディングテクノロジー㈱ 永田義博氏
        アカラックス㈱ 岩下正一氏
        ㈱アーヌエヌエ 杉山豊氏

9/19（木）・26（木）
10/3（木）・17（木）・24（木）
参加者23名
会場：法人会館研修室

はじめての経理実務講座（全５回）

10/17（木）   参加者90名
会場：大田文化の森

公開講座

9/19（木）　参加者64名　
会場：大田市場事務棟9階会議室

第６支部 消費税軽減税率制度
説明会（大田市場）

講師：大森税務署
 　　　　　中野上席調査官

▲

▲講師：
　二條実穂氏

10/15（火）　会場：馬込小学校

青年部会 租税教室
9/月３・４（金・土）　参加者29名
会場：伊豆長岡温泉京急ホテル

役職者 合同研修会

▲公益法人について
   縣 事務局長より説明

講師：税理士　林広隆氏

▲

講師：税理士　田原憲和氏

▲

税金クイズコーナーも　
盛況でした

▲
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令和元年10月末現在
管内法人数 7,758社　大森法人会員数 1,610社データ

　今年度も青年部会
と公益事業委員会合
同で公開講座を開催
しました。リオパラリ
ンピック車いすテニ
スプレーヤーの二條実穂氏を迎え
「夢の力」と題し講演頂きました。

Membership 



地域イベントに参加

研修会・講座など研修会・講座など

8/25（日）　イベント参加者400名
会場：池上会館２階集会室

第17回 池上祭
「こどもミュージカル」

9/29（日）　税金クイズ参加者300名
会場：大森駅D-Parking第2会場

大森まち活フェスティバル

8/30（金）
税金クイズ
参加者200名
会場：梅屋敷
　　   商店街

梅屋敷流し踊り大会

8/22（木）　参加者６名
会場：法人会館研修室

中小企業のための人材採用ノウハウ講座
9/3（火）・10（火）・18（水）　
参加者13名　
会場：法人会館研修室

なるほど法人税講座

講師：ブランディングテクノロジー㈱ 永田義博氏
        アカラックス㈱ 岩下正一氏
        ㈱アーヌエヌエ 杉山豊氏

9/19（木）・26（木）
10/3（木）・17（木）・24（木）
参加者23名
会場：法人会館研修室

はじめての経理実務講座（全５回）

10/17（木）   参加者90名
会場：大田文化の森

公開講座

9/19（木）　参加者64名　
会場：大田市場事務棟9階会議室

第６支部 消費税軽減税率制度
説明会（大田市場）

講師：大森税務署
 　　　　　中野上席調査官

▲

▲講師：
　二條実穂氏

10/15（火）　会場：馬込小学校

青年部会 租税教室
9/月３・４（金・土）　参加者29名
会場：伊豆長岡温泉京急ホテル

役職者 合同研修会

▲公益法人について
   縣 事務局長より説明

講師：税理士　林広隆氏

▲

講師：税理士　田原憲和氏

▲

税金クイズコーナーも　
盛況でした

▲

おおもり法人ニュース　令和元年11月20日　第307号 ⑩⑪ おおもり法人ニュース　令和元年11月20日　第307号

令和元年10月末現在
管内法人数 7,758社　大森法人会員数 1,610社データ

　今年度も青年部会
と公益事業委員会合
同で公開講座を開催
しました。リオパラリ
ンピック車いすテニ
スプレーヤーの二條実穂氏を迎え
「夢の力」と題し講演頂きました。

Membership 



TEL： 03- 3761- 7552
大森支店 国民生活事業

日本公庫では、事業資金融資、国の教育ローンなどのほか、
経営に関する様々な情報を提供しています。

法人会　企業交流会

8/29（木）　参加者34名　
会場：新宿そっくり館キサラ

8/22（木）　参加者43名
会場：浜松町 安宅丸

第１支部
（大森南地区・大森東地区・
  大森中地区）

第２・第４・第５支部合同
（大森西地区・中央地区・池上地
  区・馬込地区）

9/13（金）　参加者27名　
会場：横浜廣東飯店ほか

第３支部
（大森本町地区・大森北地区・
  山王地区）

7/14（日）　参加者34名　　
会場：宮ヶ瀬ダムあいかわ公園

青年部会 家族交流会

9/18（水）　参加者18名　
会場：特許庁ほか

源泉部会 施設見学会

おおもり法人ニュース　令和元年11月20日　第307号 ⑫⑬ おおもり法人ニュース　令和元年11月20日　第307号

大田区立勝海舟記念館　開館大田区立勝海舟記念館　開館大田区立勝海舟記念館　開館

開館時間

休館日

入館料

所在地

問合先

10：00～ 18：00
（入館は17：30まで）
毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、
年末年始、臨時休館日
一般300円、小中学生100円、
団体（20名以上）2割引（240円、
80円）
大田区南千束2-3-1 東急池上
線「洗足池」駅下車徒歩6分
大田区立勝海舟記念館
電話：03-6425-7608

　国登録有形文化財である旧清明文庫を
保存・活用しながら増築し、全国初の勝
海舟記念館を開館しました。海舟の功績
や大田区との縁を紹介するとともに、海
舟の想いと地域の歴史を伝える記念館を
目指します。

▷

▷

▷

▷

▶

ゆいっつ（大田区青少年交流センター） 
オープン
ゆいっつ（大田区青少年交流センター） 
オープン
ゆいっつ（大田区青少年交流センター） 
オープン

所在地
宿泊定員
主要施設

問合先

大田区平和島4-2-15
134名
宿泊施設（和室、洋室）、研修室、
体育室、調理室、休憩スペース、
シャワー室
ゆいっつ（大田区青少年交流セ
ンター）
電話：03-6424-5101

　「旧平和島ユースセンター」を大規模改
修し、新たに「ゆいっつ（大田区青少年交
流センター）」として、10月21日（月）に
オープンしました。「ゆいっつ」は、青少
年の健全育成を図るとともに、スポーツ、
地域交流及び国際交流を推進する拠点と
して、宿泊及び日帰り利用ができる施設
です。
▷
▷
▷

▶



TEL： 03- 3761- 7552
大森支店 国民生活事業

日本公庫では、事業資金融資、国の教育ローンなどのほか、
経営に関する様々な情報を提供しています。

法人会　企業交流会

8/29（木）　参加者34名　
会場：新宿そっくり館キサラ

8/22（木）　参加者43名
会場：浜松町 安宅丸

第１支部
（大森南地区・大森東地区・
  大森中地区）

第２・第４・第５支部合同
（大森西地区・中央地区・池上地
  区・馬込地区）

9/13（金）　参加者27名　
会場：横浜廣東飯店ほか

第３支部
（大森本町地区・大森北地区・
  山王地区）

7/14（日）　参加者34名　　
会場：宮ヶ瀬ダムあいかわ公園

青年部会 家族交流会

9/18（水）　参加者18名　
会場：特許庁ほか

源泉部会 施設見学会
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大田区立勝海舟記念館　開館大田区立勝海舟記念館　開館大田区立勝海舟記念館　開館

開館時間

休館日

入館料

所在地

問合先

10：00～ 18：00
（入館は17：30まで）
毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、
年末年始、臨時休館日
一般300円、小中学生100円、
団体（20名以上）2割引（240円、
80円）
大田区南千束2-3-1 東急池上
線「洗足池」駅下車徒歩6分
大田区立勝海舟記念館
電話：03-6425-7608

　国登録有形文化財である旧清明文庫を
保存・活用しながら増築し、全国初の勝
海舟記念館を開館しました。海舟の功績
や大田区との縁を紹介するとともに、海
舟の想いと地域の歴史を伝える記念館を
目指します。

▷

▷

▷

▷

▶

ゆいっつ（大田区青少年交流センター） 
オープン
ゆいっつ（大田区青少年交流センター） 
オープン
ゆいっつ（大田区青少年交流センター） 
オープン

所在地
宿泊定員
主要施設

問合先

大田区平和島4-2-15
134名
宿泊施設（和室、洋室）、研修室、
体育室、調理室、休憩スペース、
シャワー室
ゆいっつ（大田区青少年交流セ
ンター）
電話：03-6424-5101

　「旧平和島ユースセンター」を大規模改
修し、新たに「ゆいっつ（大田区青少年交
流センター）」として、10月21日（月）に
オープンしました。「ゆいっつ」は、青少
年の健全育成を図るとともに、スポーツ、
地域交流及び国際交流を推進する拠点と
して、宿泊及び日帰り利用ができる施設
です。
▷
▷
▷

▶



期限

期限期限

★新設法人説明会 １３：３０～１６：００ 法人会館研修室　　

正副会長会 １１：００～１２：３０ 法人会館研修室

      建国記念日
★決算法人説明会 １３：３０～１６：００ 法人会館研修室　

平成31年・令和元年分確定申告開始～３月１６日まで

★法人税確定申告書の見方・書き方講座① １３：３０～１６：００ 法人会館研修室

理事会 １６：００より 法人会館研修室

      天皇誕生日
振り替え休日
★法人税確定申告書の見方・書き方講座② １３：３０～１６：００ 法人会館研修室

2/10 源泉所得税（1月分）納税

※ １２月決算法人の確定申告納税　　　

※ ６月決算法人の中間申告と納税

※ 社会保険料（１月分）納付

　※印の納付期限は2020年3月2日まで

 １日
２日
３日
 ４日
５日
 ６日
７日
８日
９日
10日
11日

12日

13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）

（木）

（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）

12 月 1 月
 １日
 ２日
 ３日
 ４日
５日
 ６日
 ７日
８日
９日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日

（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）

2 月
 １日
２日
 ３日
 ４日
５日
 ６日
 ７日
８日
９日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）

      元旦

御用始め

      成人の日

大森法人会新年賀詞交歓会 １８：００～ 大森東急ＲＥＩホテル会議室

1/14　源泉所得税（12月分）納税
1/20　納期の特例の適用を受けている場合の所得税及び復興特別所得税納税
1/31　１１月決算法人の確定申告納税　　　
1/31　５月決算法人の中間申告と納税
1/31　社会保険料（１２月分）納付
1/31　源泉徴収票の本人への交付と提出
1/31　給料支払報告書、特別徴収票の提出

１２/１０源泉所得税（１１月分）納税
※　１０月決算法人の確定申告納税　　　
※　４月決算法人の中間申告と納税
※　社会保険料（１１月分）納付
　※印の納付期限は２０20年１月6日まで

★
印
の
イ
ベ
ン
ト
は
一
般
の
方
も
参
加
で
き
ま
す
。

　詳
し
く
は
事
務
局
0
3（
3
7
5
1
）4
4
8
4
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

99

広報委員会 １６：００より 法人会館会議室　

★新設法人説明会 １３：３０～１６：００ 法人会館研修室　　

★決算法人説明会 １３：３０～１６：００ 法人会館研修室　

★実務セミナー（ブランディング基礎講座）
   １５：００～１７：００ 法人会館研修室

源泉部会役員会 １６：００ 法人会館会議室

＜東京都地球温暖化対策報告書  提出締切＞
第6支部特別研修会 14：30～15：30 京浜島勤労者厚生会館
青年部会租税教室（池上第２小学校） １３：１０～

青年部会租税教室（大森第１小学校） １４：２０～

御用納め

おおもり法人ニュース　令和元年11月20日　第307号 ⑭⑮ おおもり法人ニュース　令和元 年11月20日　第307号

お出かけください。

ジ
ャ
ス
ト
・
ワ
ン
・
ワ
ー
ド

ジ
ャ
ス
ト
・
ワ
ン
・
ワ
ー
ド

税
金
ク
イ
ズ
の
答
え

A
②
固
定
資
産
の
修
理・改
良
等

の
た
め
に
支
出
し
た
金
額
の
う
ち
、

固
定
資
産
の
使
用
可
能
期
間
を
延

長
さ
せ
、又
は
価
値
を
増
加
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、そ
の
延
長

及
び
増
加
さ
せ
る
部
分
に
対
応
す

る
金
額
は
、修
繕
費
で
は
な
く
資
本

的
支
出
と
な
り
ま
す
。

B
②
個
別
対
応
方
式
は
、継
続
適

用
な
ど
の
制
限
は
特
に
あ
り
ま
せ

ん
。

C
②
給
与
の
支
給
人
員
が
常
時
十

人
以
上
と
な
っ
た
場
合
は
、「
源
泉
所

得
税
の
納
期
の
特
例
の
要
件
に
該

当
し
な
く
な
っ
た
こ
と
の
届
出
書
」

を
提
出
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

D
①
日
本
酒
を
製
造
す
る
た
め

の
原
材
料
の
米
は
、酒
類
で
は
な

い
の
で「
食
品
」か
ら
除
か
れ
ず
、人

の
飲
用
又
は
食
用
に
供
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
た
め
、軽
減
税
率
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

◀カレンダーの各
開催要領は当会
ホームページを
ご覧ください。

★新年賀詞交歓会
1/21（火）大森東急ＲＥＩホテル
　年間の事業で最も会員の皆様が参加さ
れる賀詞交歓会。
　異業種の方々が集まる交流会となりま
すので、ぜひご参加ください！

★平成31年･令和元年分確定申告書提出
期間：2/17（月）～ 3/16（月）
    会場：池上会館西館2F
≪この期間、忘れずにご提出ください‼≫

★法人税確定申告書の見方・書き方講座
期間：2月18日（火）～ 3月24（火）（全5回）
法人税確定申告書の注意事項を
　　　　　　　　　しっかりマーク！
わかりやすくポイントを説明します！！

　　　　

●
先
日
、
札
幌
で
行
わ
れ
た
日

税
連
公
開
研
究
討
論
会
で
、
北

海
道
の
税
理
士
会
が
個
人
住

民
税
の
現
年
課
税
化
を
検
討

し
発
表
し
て
い
た
。
所
得
税
は

現
年
課
税
・
住
民
税
は
前
年

課
税
で
あ
り
、
納
税
者
に
と
っ

て
解
り
に
く
い
。
国
税
や
地
方

税
・
社
会
保
険
等
の
徴
収
を

一
元
化
す
る
日
本
版
歳
入
庁

構
想
の
下
で
、
課
税
年
度
の
統

一
が
必
要
と
の
主
張
だ
。
公

平
・
簡
素
・
中
立
で
あ
る
べ

き
税
制
だ
が
、
時
代
適
合
と
い

う
新
た
な
キ
ー
ワ
ー
ド
が
浮

上
し
て
い
る
の
を
感
じ
た
。

（
広
報
委
員

　木
内
弘
美
）

●
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
と

き
、
日
本
ラ
グ
ビ
ー
に
偉
大
な

こ
と
が
起
き
ま
し
た
。
自
分
た

ち
が
ラ
グ
ビ
ー
を
プ
レ
イ
し

た
と
き
は
、
松
尾
選
手
が
ス

タ
ー
で
し
た
。
で
も
彼
が
い
て

も
欧
州
に
は
絶
対
勝
て
な
い

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し

13
日
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
戦

に
て
、
時
代
が
す
で
に
変
わ
っ

て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

ノ
ー
サ
イ
ド
の
笛
を
聞
い
た

時
、
万
感
の
思
い
と
涙
が
流
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
時
代
が
移

り
常
識
が
動
き
ま
し
た
。
後
、

ど
ん
な
夢
が
見
ら
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
楽
し
み
で
す
。

（
広
報
委
員

　川
崎
亮
夫
）

2020

～～



期限

期限期限

★新設法人説明会 １３：３０～１６：００ 法人会館研修室　　

正副会長会 １１：００～１２：３０ 法人会館研修室

      建国記念日
★決算法人説明会 １３：３０～１６：００ 法人会館研修室　

平成31年・令和元年分確定申告開始～３月１６日まで

★法人税確定申告書の見方・書き方講座① １３：３０～１６：００ 法人会館研修室

理事会 １６：００より 法人会館研修室

      天皇誕生日
振り替え休日
★法人税確定申告書の見方・書き方講座② １３：３０～１６：００ 法人会館研修室

2/10 源泉所得税（1月分）納税

※ １２月決算法人の確定申告納税　　　

※ ６月決算法人の中間申告と納税

※ 社会保険料（１月分）納付

　※印の納付期限は2020年3月2日まで

 １日
２日
３日
 ４日
５日
 ６日
７日
８日
９日
10日
11日

12日

13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）

（木）

（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）

12 月 1 月
 １日
 ２日
 ３日
 ４日
５日
 ６日
 ７日
８日
９日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日

（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）

2 月
 １日
２日
 ３日
 ４日
５日
 ６日
 ７日
８日
９日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日
25日
26日
27日
28日
29日
30日
31日

（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）

      元旦

御用始め

      成人の日

大森法人会新年賀詞交歓会 １８：００～ 大森東急ＲＥＩホテル会議室

1/14　源泉所得税（12月分）納税
1/20　納期の特例の適用を受けている場合の所得税及び復興特別所得税納税
1/31　１１月決算法人の確定申告納税　　　
1/31　５月決算法人の中間申告と納税
1/31　社会保険料（１２月分）納付
1/31　源泉徴収票の本人への交付と提出
1/31　給料支払報告書、特別徴収票の提出

１２/１０源泉所得税（１１月分）納税
※　１０月決算法人の確定申告納税　　　
※　４月決算法人の中間申告と納税
※　社会保険料（１１月分）納付
　※印の納付期限は２０20年１月6日まで

★
印
の
イ
ベ
ン
ト
は
一
般
の
方
も
参
加
で
き
ま
す
。

　詳
し
く
は
事
務
局
0
3（
3
7
5
1
）4
4
8
4
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
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広報委員会 １６：００より 法人会館会議室　

★新設法人説明会 １３：３０～１６：００ 法人会館研修室　　

★決算法人説明会 １３：３０～１６：００ 法人会館研修室　

★実務セミナー（ブランディング基礎講座）
   １５：００～１７：００ 法人会館研修室

源泉部会役員会 １６：００ 法人会館会議室

＜東京都地球温暖化対策報告書  提出締切＞
第6支部特別研修会 14：30～15：30 京浜島勤労者厚生会館
青年部会租税教室（池上第２小学校） １３：１０～

青年部会租税教室（大森第１小学校） １４：２０～

御用納め

おおもり法人ニュース　令和元年11月20日　第307号 ⑭⑮ おおもり法人ニュース　令和元 年11月20日　第307号

お出かけください。

ジ
ャ
ス
ト
・
ワ
ン
・
ワ
ー
ド

ジ
ャ
ス
ト
・
ワ
ン
・
ワ
ー
ド

税
金
ク
イ
ズ
の
答
え

A
②
固
定
資
産
の
修
理・改
良
等

の
た
め
に
支
出
し
た
金
額
の
う
ち
、

固
定
資
産
の
使
用
可
能
期
間
を
延

長
さ
せ
、又
は
価
値
を
増
加
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、そ
の
延
長

及
び
増
加
さ
せ
る
部
分
に
対
応
す

る
金
額
は
、修
繕
費
で
は
な
く
資
本

的
支
出
と
な
り
ま
す
。

B
②
個
別
対
応
方
式
は
、継
続
適

用
な
ど
の
制
限
は
特
に
あ
り
ま
せ

ん
。

C
②
給
与
の
支
給
人
員
が
常
時
十

人
以
上
と
な
っ
た
場
合
は
、「
源
泉
所

得
税
の
納
期
の
特
例
の
要
件
に
該

当
し
な
く
な
っ
た
こ
と
の
届
出
書
」

を
提
出
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

D
①
日
本
酒
を
製
造
す
る
た
め

の
原
材
料
の
米
は
、酒
類
で
は
な

い
の
で「
食
品
」か
ら
除
か
れ
ず
、人

の
飲
用
又
は
食
用
に
供
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
た
め
、軽
減
税
率
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

◀カレンダーの各
開催要領は当会
ホームページを
ご覧ください。

★新年賀詞交歓会
1/21（火）大森東急ＲＥＩホテル
　年間の事業で最も会員の皆様が参加さ
れる賀詞交歓会。
　異業種の方々が集まる交流会となりま
すので、ぜひご参加ください！

★平成31年･令和元年分確定申告書提出
期間：2/17（月）～ 3/16（月）
    会場：池上会館西館2F
≪この期間、忘れずにご提出ください‼≫

★法人税確定申告書の見方・書き方講座
期間：2月18日（火）～ 3月24（火）（全5回）
法人税確定申告書の注意事項を
　　　　　　　　　しっかりマーク！
わかりやすくポイントを説明します！！

　　　　

●
先
日
、
札
幌
で
行
わ
れ
た
日

税
連
公
開
研
究
討
論
会
で
、
北

海
道
の
税
理
士
会
が
個
人
住

民
税
の
現
年
課
税
化
を
検
討

し
発
表
し
て
い
た
。
所
得
税
は

現
年
課
税
・
住
民
税
は
前
年

課
税
で
あ
り
、
納
税
者
に
と
っ

て
解
り
に
く
い
。
国
税
や
地
方

税
・
社
会
保
険
等
の
徴
収
を

一
元
化
す
る
日
本
版
歳
入
庁

構
想
の
下
で
、
課
税
年
度
の
統

一
が
必
要
と
の
主
張
だ
。
公

平
・
簡
素
・
中
立
で
あ
る
べ

き
税
制
だ
が
、
時
代
適
合
と
い

う
新
た
な
キ
ー
ワ
ー
ド
が
浮

上
し
て
い
る
の
を
感
じ
た
。

（
広
報
委
員

　木
内
弘
美
）

●
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
と

き
、
日
本
ラ
グ
ビ
ー
に
偉
大
な

こ
と
が
起
き
ま
し
た
。
自
分
た

ち
が
ラ
グ
ビ
ー
を
プ
レ
イ
し

た
と
き
は
、
松
尾
選
手
が
ス

タ
ー
で
し
た
。
で
も
彼
が
い
て

も
欧
州
に
は
絶
対
勝
て
な
い

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し

13
日
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
戦

に
て
、
時
代
が
す
で
に
変
わ
っ

て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

ノ
ー
サ
イ
ド
の
笛
を
聞
い
た

時
、
万
感
の
思
い
と
涙
が
流
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
時
代
が
移

り
常
識
が
動
き
ま
し
た
。
後
、

ど
ん
な
夢
が
見
ら
れ
る
の
で

し
ょ
う
か
楽
し
み
で
す
。

（
広
報
委
員

　川
崎
亮
夫
）
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令
和
元
年
十
一
月
二
十
日
発
行
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原木しいたけ  椎茸（ハラタケ目キシメジ科）英名 Shiitake
今から350年ほど前、大分県の山奥で、炭焼き人が窯に入りき

れなかったナラやクヌギを林に放置しました。しばらくすると、椎
茸が生えていたことから、人工栽培が始まりました。その後、原木
にコマを打ち付けるといわれる原木栽培が確立していきました。

■
顔
■

大
森
税
務
署
長   

谷
口

　哲
也
②

タ
ッ
ク
ス
・
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
④   

令
和
元
年
度
法
人
会
全
国
大
会
税
制
改
正
要
望
全
国
大
会
⑥

ひ
ろ
ば
⑩

F
R
O
M
大
田
区
／
日
本
政
策
金
融
公
庫
か
ら
⑬

お
出
か
け
く
だ
さ
い
／
ジ
ャ
ス
ト
・
ワ
ン
・
ワ
ー
ド
⑭    

ダ
イ
ア
リ
ー
⑮

霜月号

よき経営者をめざすものの団体
公益社団法人大森法人会

http://www.tohoren.or.jp/oomori/ （文・ ㈲エヌ・フォーラム 中西 亮）

（作者・京浜容器㈱  内海節子氏）

おおもりおおもり

●編集人 小宮山 宜克  ●発行所 公益社団法人 大森法人会 〒146-0082 東京都大田区池上１̶ 27 ７̶ 03（3751）4484 ●印刷 （株）欧文社

〈禁複製〉

自主点検チェックシートをご活用ください！自主点検チェックシートをご活用ください！
企業を成長させるためには、売上を増やし利益を上げることはもちろんですが、内部統制面の

強化や経理面の質を向上させることも重要な要素です。「入出金が適切に管理されるようになる」
「内部の不正行為を未然に防止できる」など結果的に企業の成長にもつながることが期待できます。
　法人会では、こうした「自主点検」を簡単にできるようにするため、「自主点検チェックシート・
ガイドブック」を作成いたしました。企業の皆様、自社の成長・税務リスクの軽減のために、
ぜひご活用ください。

企業の税務コンプライアンス
向上のために

お問い合せ先

国税庁後援

法人  太郎

売掛金の回収不能を防ぐた
め、取引先に遅延の理由を
確認するようにした。

確認したところ遅延が1件
あった。

18

「自主点検チェックシート」は
社内体制のほか、貸借関係や損
益関係等に分かれ、全部で83
の点検項目があります。
また、企業規模や業種に関
わりなく企業のガバナンス確
保に必要な基本事項を40項目
選定した「入門編」もあります。
点検結果が「×」であった項
目については、その内容を「点
検結果記入表」に記入し、代表
者に報告します。代表者は点
検結果に基づき、今後の改善
方針を決めます。

公益社団法人大森法人会 電話番号 ０３－３７５１－４４８４
URL等 http://www.tohoren.or.jp/oomori


